
都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　　行
野田市都rh計画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン lH頁表

題
第3章部川別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

1．1コ表紙
中表紙

第3章　部門別方針 　　ノ　　，「

』r’

r
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第3章　部門別方針 　ノ　／
ノ

」ノ

この章では、前章で示した将来都市像一や将来都市構造の実現に向けて、「一け断1」用」、 「交通休系」、 この章では、前章で示した将来都市像や将来都市構造の実現に向けて、「士1瞬1」用」、 「交通体剰、

「白然環境」、「環境共生」、「住宅・住環境」、「都市景観」、「福祉」、「防災・防犯」、 「観光・文化・ 「自然環境」、「環境共生」、r住宅・住環境」、「都市景観」、「福祉」、「防災・防犯」、「観光・文化・

スポーツ・レクリエーション」の各視点からまちづくりの方針を整理していま古 スポーツ・レクリエーション」の各視点からまちづくりの方針を整理していま七

3－｜都市と自然が調和したまちづくり 3－1　都市と自然が調和したまちづくり

～土f柳1用の方針～
～上上断i」用の方針～

3－2　安全で1夫適な交通環境づくり 3－2　安全で快適な交通環境づくり

～交通体系整備の方針～
～交通体系整備の方針～

3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり 3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり

～ 自然環境保全・活用の方針～
～白然環境保全・活用の方針～

3－4　環境にやさしいまちづくり 3－4　環境にやさしいまちづくり

～環境共生型まちづくりの方針～
～環境共生型まちづくりの方針～

3－5　ゆとりある生活を送れる環境づくり 3－5　ゆとりある生活を送れる環境づくり

～住宅・住環境整備の方針～
～庄宅・住環境整備の方針～

内 3－6　資源をいかした風景づくり 3－6　資源をいかした風景づくり
容 ～都市景観形成の方金ト

～都市景観形成の方針～

3－7安心して暮らせるまちづくり 3－7　安心して暮らせるまちづくり

～福祉のまちづくりの方針～
～福祉のまちづくりの方針～

3－8　災害に強い安全なまちづくり 3－8　災害に強い安全なまちづくり

～防災・防犯まちづくりの方針～
～防災・防犯まちづくりの方針～

3－9　野田市を満喫できる環境づくり 3－9　野田市を満喫できる環境づくり

～観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針～
～観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針～

．
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　　行

野出市都市言晒マスターブラン素案 野m市都市計画マスタープラン 旧頁表

題
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

3－1　都市と白然が調和したまちづくり　～」二地利川の方針～ 3・1　都市と白然が調和したまちづくり　～十地利用の方針～
27

の広域的なポテンシャル（≡）

を中心とLたL業団地を整備L、

1）基本方針

（1）1≒1然環境と調和したコンパクトな市街地の形成

　　野田市を取り囲む河川や市街地を囲むlIJ林や農地を保全するとともに、これらの白然環境と

　調和したコンパクトな巾御也の形成を図ります。

②ゆとりと落ち着きのある住宅地の形成

　　道路を始めとした都市施設の整備改善や庄宅地としての街並み景観の向上により、ゆとり

　と落ち着きある住宅地の形成を図りま七

（3）にぎわいと趣のある商業地の形成

　　歴史的街並みを活用し、商業業務施設を集積することで、歴史的な街並みと調和したにぎわ

　いのある商業地の形成を図りま七

（・1）新たなインパクトの活用によるにぎわいや魅力を創出する上1断U用の推進

　　東京直結鉄道（地ド鉄8聯｝il）や千葉柏道路による新たなインパクトの活用により、野田市

　　　　　　　　　　　　　　　を高めるとともに、活力ある都市の育成を図るため、製造業

D基本方針

（D白然環境と調和したコンパクトな市1鍬也の形成

　　野田市を取り囲む河川や市往「地を囲む山林や農地を保全するとともに、これらの白然環境と

　　調和したコンパクトな市1』弛の形成を図ります。

（2）ゆとりと落ち着きのある住宅地の形成

　　道路を始めとした都市施設の整備改善や、庄宅地としての街並み景観の向トにより、ゆとり

　　と落ち着きある仕宅地の形成を図りま尤

（3）にぎわいと趣のある商業地の形成

　　歴史的街並みを活用し、商業業務施設を集積することで、歴史的な街並みと調和したにぎわ

　いのある商業地の形成を図ります．

④新たなインパクトの活用によるにぎわいや魅力を創出する十地利用の推進

　　東京直結鉄道や千葉柏道路による新たなインパクトの活用により、野田市の広」或的なポテン

　シャル（＊20）を高めるとともに、活力ある都市の育成を図るため、にぎわいや魅力を生み出

　す士地利用の推進を図ります。

2）土地利用の体系

　主な土地利用を以ドのとおり体系化し、方針を掲げま℃

2）土地利用の体系

　主な土地利用を以．ドのとおり体系化し、

にぎわいや魅力を生み出す上地利用の推進を図ります三

　　方針を掲げます。

追加

修IE

追加

削除

・．文言整理（表現統う

・用語追加による変更

・現施策との整合

・具体的な方針との整合性

　（江川地区）

都市計画課

都市計画課

都市計画課

都市整備課

内容

住宅系土地良用
住［蹴向上を図る池或 住環凱向上綱世或

ゆとりあZ荘君齪ヨ呆全する胆或 住宅系弍地下1用 ゆとりある主泣也習呆全する雌或

商業・業務系士地［⊥用
中凸商業也

勲⌒瑚鷺也o頬蚕鱒都市的
土lt帆用 一般撒也 中島商業地

工業系封ぴ1用 工業地

都市的
ゴゴ跡澗

薩撲・業務系±地租用

一般醐也

礫・工業剰ゴぴ1用 1魏雌騰・業務り填存する地或 工業紺跡用 工業地

業務・研駒i梱用 先満封棚形C・開発と人材醐靴なる地t或 商業・工業系土地利用 伝統拍な玉穀ぱ撲・業務む唄存するぱ或

緑地系 業務・研究系土地良用 知粧黄棚月究・開発と人材醐靴なる世或
自然的
土地利用

優良な農地刻呆全する1世或 緑［8系
農［也系

農⊂〕填存ずるぱ或 自然的
土地董［用

i襲な農幽呆全する超域
農［也系

麗⊂〕墳存する世或

修正：赤

追加：青

削　除：緑．
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田市都市計画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

表

題
第3章部門別方針 第3章部凹別方針

分類 変更及び1助u理由 担当課

3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～廿断1」川の方針～ 3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～士地利川の方針～
28～29

3）主な士地利用ごとの具f軒］勺な方針 3）丁な士地利川ごとの具体的な方針

（D都市的上上Vi；F－｜」用 （1）都市的土地利用

①庄宅系士地利用 ①住宅系1：上跡1」用

【住環境の向上を図る地域】 【住琳克の向トを図る姐り或】

既成市1昂山は、他用途との混在、敷地の狭小rヒ、狭陥（きょうあい）道路（＊22）などの問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
既戊市街地は、他用途との混在、敷地の狭小1ヒ、獅徐（きょうあい）道路（翌D などの問 修正 ・ 用語追加による変更 都市計画課

題を解消し、良好な住環境の形成に努めま仁また、市街地内において計画的な而的整備に努 題を解消し、良好な住環境の形成に努めます。また、市街地内において計両的な面的整備に努

めるとともに、宅地開発などに対する適切な規制、誘導により、良好な市街地の形成を図りま めるとともに、宅地開発などに対する適切な規制、誘導により、良好なr碓弛の形成を図りま

ポ 七

【ゆとりある住宅地を保全する地域】 【ゆとりある住宅地を保全する地域】

みずき地区、桜の里地区を始めとした十地区画整理事業などにより言1画的に整備された住宅 みずき地区、桜の里地区を始めとした土地区画整理事業などにより計画的に整備された住宅
地や、今後整備される住宅地については、ゆとりある庄宅地として、地区計画制度（＊23）の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地や、今後整備が丁宿され：⊆いる住宅地にっいては、ゆとりある住宅地として、地区言h画制度 肖ll除 ・ 時点修正 都市整備課

積極的な導入などによる、良好な庄環境の形成及び保全を図ります。 ⊆）の積極的な導人などによる、良好な住環境の形成及び保全を図ります、， 修止 ■ 用語追加による変更 都市計画課

②商業・業務系土地利用 ②商業・業務系上」断i用

【中心商業地】 【中心商業地】

本町通り周辺の商業地は、歴史的資源と調和した魅力ある径「並み景観を形成するとともに、 本町通り周辺の商業地は、歴史的資源と調和した魅力ある街並み景観を形成するとともに、

市街地環境の整備に努め商業機能の充実を図ります。 市働也環境の整備に努め商業機能の充実を図ります。

また、中心サービス核として広域的な1生格をもった野rr1市駅・愛≠駅周辺は、東武野田線連 また、中心サービス核として広域的な園各をもった愛宕駅周辺は、東武野田線連続立体交差 追加 ・ 総合計画との整合 都市計画課

続立体交差事業と一休となった駅前広場や駅前線等の市街地整備を非庄進し、中心市f封也にふさ 事業と一一体となった駅前広場や駅前線等の市街地整備を推進し、中心市街地にふさわしい商 ・整・開・保との整合 都市整備課

わしい商業・業務系の土地利用を誘導し、商業機能の充実を図りま『れあわせて、土地の高度 業・業務系の土1≡断IJ用を誘導し、商業機能の充実を図ります。 （高度利用の位置付け）

内 利川を促進し、商業環境の充実及び魅力ある都rh空間の形成克図り土す、

容
【一般商業地】 【一般商業地】

地域サービス核として、川間駅周辺㌔梅郷g凋辺及び関宿中央ターミナル・関宿支所周辺は、 地域ナービス核として、川間周凋辺及酬毎郷駅周辺並びに関宿中央ターミナル・関宿支所周 修正 ・ 文言修正 都市計画課

市往弛整備を行うとともに、庄民の要望や利使性を考慮した商業集積を図り、できるだけ多様 辺は、市街地整備を行うとともに、住民の要望や利便性を考慮した商業集積を図り、 できるだ

な都市機能の集積を誘導し、充実を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

け多様な都市機能の集積を誘導し、充実を図りま丸

修正：赤

追加1青
　A

削除：緑．
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田市都市計画マスタープ．ラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

担当課表題

第3章部川別方針 第3章部門別方針
分類 変更及び追加理由

3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～．けぴi」用の方針～ 3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～十地利用の方針～
29

③工業系上」断i囲 ③⊥業系土±｛堺1間

【工業地】 【丁業地1

野田橋周辺から江戸川沿いに連なる⊥業地は、野川市の産業活動に大きな役割を果たしてい 野田橋周辺から江戸川7合いに連なる丁業地は、野田rhの産業活動に大きな役割を果たしてい

る醤汕醸造業が営まれているため、今後も産業川地としての1：地利川を促進するとともに、歴 る醤油醸造業が営まれているため、今後も産業用地としてのト」．断1］用を促進するとともに、 歴

史的な景観の形成を図ります。 史的な景観の形成を図ります、

野出橋周辺の比較的小規模な工場が点在する⊥業地については、今後も周辺の住琳尭に配慮 野出橋周辺の比較的小規模な工場が点在する⊥業地については、今後も周辺の住環境に酉鴫：

した産業用地としての土／断1］用を促進するとともに、周辺住宅地との共生に努めます。 した産業用地としての上⊥］杯1」用を促進するとともに、周辺住宅地との共生に努めます。

中里地区、丞地区、南部地区、西高野地区、桐ケ1乍地区及び古布内±也区の各地区については、 中ll［地区雌地区、南部地区、西高野地区桐ケ作地区及び古r｜」内地区の各地区について 修正 ・ 用語の修正 都市計画課

今後も工業地として配置し、職住近接の実現を図るとともに、今後成長が見込まれる産業の誘 は、今後も丁業地として配置し、住↓蹴似口る頂題力卿｛弛㌣職住近接の実現を図るとともに、 削除 ・ 現施策との整合 都市計画課

致を促進します。 今後成長が見込まれる産業の誘致を促進します。 勘n ・ 総合計画との整合 商上観光課

さらに、定住1足進と雇川確保〔力ため、製浩業ヰ’‘ll心とLた．L業団地の整備を図り主す

④商業・工業系上地利用 ④商業・工業系十地利用

【伝統的な丁業地と商業・業務が共存する±凹或】 【伝統的な工業地と商業・業務が共存する地威】 修」1．1 ・整・開・保の方金L都市 都rh整備課

野田市駅周辺では、駅の西側において、東武野出線連続立体交差事業にあわせ土地区画整理 野m市駅周辺の醤油工場などの伝統的な産業が立地する地域は、広域拠点の一翼を担う上地 再開発の方針などとの整

事業により駅前広場や駅前線等の音姉施設を整備し、：け断1朋の巾編及び高度利用への軋換を 利用を推進するため、東武野田線連続立体交差事業と一体となった上地区画整理事業等の市街 合による修正

図るとともに、野田市の伝統的な産業と商業・業務機能が共存するまちづくりを進めます。 地整備をするとともに、野田市の伝統的な産業と商業・業務機能が共存するまちつく りを進め

ま尤

⑤業務・研究系土地利用 ⑤業務・研究系土地利用

【先端技術の研究・開発と人材育成の場となる地域】 【先端技術の研究・開発と人材育成の場となる地域】
a

桜の川一ゴ目の業務研究施設地区においては、先端技術の研究や開発を中心とした業務・研 桜のIlL．・丁目の業務研究施設地区においては、先端技術の研究や開発をIl1心とした業務・研

内容 究系の土地利用を促進します。 究系の土地利川を促進します。

び

修正1赤
追加：青

一、

削除1緑 ．．▲．．．
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野出市都市詞画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

担当課表題

第3章部門別方針 第3章部門別方針
分類 変更及び追加理由

3－1都市と自然が調和したまちづくり　～土地利用の方金ト 3－1　都市と白然が調和したまちづくり　～一ヒ地利用の方針～
30～31

②自然的七堆孫1聞

①瓢也系
　　Ll∫央の］・L野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市スポーツ

　公園、こ〕のとりの里固辺など、市民が身近に野田市の自然とふれあうことができる紺也を保

　全します。また、利恨川、江戸川及び利恨運ll1∫の河川などとその周辺並びに江1｜1地1天などでは

内容

　生物多様性を育む白然環境を保全するとともに、自然と剖τあうことができるレクリエーショ

　ン施設の整備充実を推進します。さらに、座生川やくり堀川などの河川においても、生活に身

　近な自然環境資源として保全に努めます。

②農地系

　【優良な農地を保全する姐域】

　　一団となった農地を形成する中［n地区小山地区、船形地区、福田地区、目吹地区今上地

　区、関宿台町地区、新rn戸地区及び木問ケ瀬地区などをll．1心とした優良な農地は、農業振興の

　拠点として農業生産基盤の整備や高度化などによる効率酌な十地利用を促進しま『れ

　【農地等と集落が共存する地域】

　　農地等と集落が共存する地域については、良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、

　適正な土断胴を図り、屋敷林をはじめとする樹林地や生垣など、みどり豊かな土地利用を促

　進します。

　　また、都市の緑地環境として維持保全するとともに、市民の余暇の場として活用できるよう

　に促進します。

　　江川地区は、自然環境保護対策基本計画に基づいた自然と共生する地域づくりを進めまポ

③その他
　　6市の活性化を担う市街化調整区域の「｛市的⊥地利用

②自然的十地利用

①緑地系

　　中央の杜、野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野m市スポーツ

　公園など、市民が身近に野mrhの白然と射礼あうことができる緑地を保全しま七また、利恨

　川、江戸川及び利髄河の河川などとその周辺の白然環境を保全するとともに、自然とふれあ

　うことができるレクリエーション施設の整備充実を推進します三さらに、座生川やくり堀川な

　どの河川においても、生活に身近な自然環境資源として保全に努めます。

②農地系

　【優良な農地を保全する地域】

　　一団となった農地を形成する中里地区、小1【1地区、船形地区、福田地区、U吹地区、今上地

　区、関宿台町地区、新田戸地区及び木間ク瀬地区などを中心とした優良な農地は、農業振興の

　拠点として農業生産基盤の整備や高度化などによる効率的な土地利用を促進します三

　【農地等と集落が共存する地域】

　　農地等と集落が共存する地域については、良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、

　適正な上止断i」用を図り、屋敷林をはじめとする樹林地や生垣など、みどり豊かな土地利用を促

　進します。

　　また、都市の緑地環境として維持保全するとともに、市民の余暇の場として活用できるよう

　に促進しまポ

　　江川地区は、自然環境保護対策基本計画に基づいた自然と共生する地或づくりを進めます二

③その他
　　人規模未利用地については、地域の活性化や周辺環境との調和に留意し、地区計画制度等を

追加

追ノ川

修IE

．追加

・総合計画との整合

・総合言1’画、整・開・保の

方針との整合

　　　　．　1

・市街化調整区域の都市的

土地利用の明確化を図る

ため

・市街化調整区域の都市的

上地利用の明確化を図る

ため

企画調整課

みどりと水の

圭ちづくり課

都市計画課

都市計画課

市街1ヒ調整区域は市街1ヒを抑制すべき区域ですが、幹線道路沿道などで定規模以ヒの上地 活用して計画的な土地利刑を検討します，

における流通業務、観光、レクリエーション等を主体とする非主居系の開発地、または、既存

の一 E業地周辺の一定規模以上の上地における製造業等の一L業系の十地利用で、地域の振興又は

発展に寄与し、必要な公共公益施設を整備しつつ、周辺の自然環境、景観と調和する良好な開

発を誘導する場合などにおいては地区計画を定め、rh街1ヒ調整区域の適IEな士1瞬1囲の形成を

図ります，

【幹新樋路疏亘開発『秀導ゾーン1

　広域交通の特性を活かし、溺樋業務施設や沿道施設、観光振興施設等の立地を誘導すること

で、広1剥il線道路の1（通に『R応しい⊥地利用を図ります

【観光商業整備誘導ゾーン】

　観光・商業・レクリエーションなどを†体とする施設の立地を誘導することにより、交流人

rlの拡大や地域振興を図ります。

【非住居系開発誘導ゾーン】

　工場、研究所、流通業務施設及び観光振坦1施設などの立地を周辺環境と調［llした計画のもと

誘．導し、持続‘‘∫能な地域振興を図ります、．

【既存⊥業1寸1地連携『秀導ゾーン】

　既存の産業集積との連携1生を活かLた産業関連施設の〉／：地を誘導し、産業拠点とLての更な

る1幾能向」．：を図り圭す

修正：赤

追加：青
削　除： 緑．　　．．．

第3章一5
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章） 7

題

内

容

見直し案

野田市都市計画マスタープラン素案

第3章部門別方針
3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～抄断lj用の方針～

新土地利用誘．導ソーン

．・ 関宿1疵博物館σ）周週

Tl

　．．．NS　rJ，

／万

　　rc．t一曳

za

鴨

新ユ地利用誘導ゾーン
・既存工業団地の周辺

台町東地区1：⊥業地を配置

也利用方針図

開発審査会提主基章脂定区域

㌻

、　ST

　ηド

現マスターフランに掲鼓済

s、

野田市駅西地区に．／t

　心。業地を配置

“，’

、

ご

聞発審査会提案基準指定区域

1

，’ 　『x
　　　x

＼＄

N

注　土地利用に関する色分けは、住居系、商業・業務系、工業系の

　都市的土地利用、緑地系、農地系の自然的土地利用の方向性を

　示すもので、12種類の用途地域と対応するものではありません。

ミミ

凡　例

［：コ住環境の向上を図る地域

［：コゆとりある住宅地を保全する地域

■中心商業地

［コー醐業地

■工業地

□瓢蔑工業地と繰業務が共存巨弓南コ働

　　　先端技術の研究・開発と人材育成

口　　　の場となる地域

口緑地
［：コ優良な農地を保全する地域

口農地等と集落が共存する地域

t・・ll“1・ 幹線道路沿道開発誘導ゾーン

“’’’”L’ 既存工業団地連携誘導ゾーン

＊　観光商業整備誘導ゾーン

＊非住居系開発講ゾ⇒

　　　巨ヨm西軸

　　　Eヨ環状軸

　　　Eヨ幹線道路

　　　回公共交通軸

　　　巨ヨ河川

　　市街化調整区塙の地区計画
　　により．樗来⊥地利用を誘導する

現　　行

野田市都市計画マスタープラン

第3章部門別方針
3－1　都市と自然が調和したまちづくり　～土SZZIj用の方鍵．ト

旧頁

30～31

凡　例

［：］住環境の向上を図る地域

口ゆとりある住宅地を保全する地域

■中心商業地

ロ　ーftft商業戊也

■工業地

□霧鶴工業地と礫業務が共存＝南北軸

日竃＝開発と人材育成曇竃．

□優良雑地を保全する地域　　回公絞蜘
口農地等と集落が共存する地域　　　E≡ヨ河川

第3章一6

頒

修正

変更及び追加理由

・ 台町東地区、野田市駅西

地区の用途地域の変更等

に合わせて、⊥業地、中心

商業地等に変更

・市街化調整区域内の将来

上地利用を誘導する沿道

及U辻リアを追加

担当課

者］S市言十凹∫課

修正　赤

追加　青
削　除　　緑
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田市都市計画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

表

題
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

3－2　安全で快適’な交通環境づくり　～交通体系整備の方¢ト 3－2　安全で1央適な交通環境づくり　～交通体系整備の方劃一
32

1）基本方針

（1）他都市へ自山にアクセスできる広∪如勺な交通体系の整備

　　多様な交通需要に対応し、都市間での脚或的な交流を円滑にするため、東京直結鉄道（地ド

　鉄8弓線）の整備促進や東武野出線の複線1ヒ、千葉柏道路や県道等の整備促進により、活力あ

　る都市の交通休系のlr粒を図りま主

②口常でのアクセスを便利にする交通体系の整備

　　コミュニティバス（まめバス）の運行の充実や路線バスのネ階着1勺な運行による交涌1本系の維

1）基本方針

（D他都市へ白由にアクセスできる広域的な交通体系の整備

　　多様な交通需要に対応し、都市間での広1鄭勺な交流を円滑にするた星）、東京直結勤説の整備

　促進や東武野出線の複線化、千葉柏道路や県道等の整備促進により、活力ある都市の交通体系

　の確立を図りま丸

（2）日常でのアクセスを便利にする交通体系の整備

　　コミュニティバス（まめバス）、路線バスの運行の充実や道路ネットワークの整備により、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　持を図ります

　　また、道路ネットワークの整備により、通勤、通学、買物など、日常生活の移動の利便1生を

　高め、快適な交通環境の創出を図りま七

③交通処理能力を高める交通機関相互の連携強化

　　重要な交通結節点（＊21）である鉄道駅への交jll1ネソトワー一クの改善を図るため、駅前広場

　通勤、通学、買物など、日常生活の移動の利便1生を高め、快適な交通環境の創出を図ります。

③交通処理能力を高める交通機関相互の連携強化

　　重要な交通結節点（＊23）である鉄道駅において、駅への交通ネットワークや駅前広場等、

等を整備し、バス、一般車両、自転車などが円滑にアクセスできるよう努めますb 鉄道をいかすための条件整備を推進し、バス路線や白転車などが円滑に駅にアクセスできるよ

内容

（4）人や自然にやさしい安全で快適な道路整備

　　歩道などのバリアフリー化を‡（雄し、だれもが快適に移動できる空間のネットワーク化を図

　　るとともに、環境に酉濾した道路整備に努めます。

2）具僻1勺な方針

（1）公共交通の充実

①東京直結鉄道（地下鉄8号線）の整備｛足進

　　市民の通勤、通学など口常生活の利便1生の向．Lと東京、埼干への連絡機能の強fヒに向けて、

　　う、11市施設の整備に努めま尤

④人や自然にやさしい安全で1央適な道路整備

　　歩道などのバリアフリー化を推進し、だれもが快適に移動できる空間のネットワーク化を図

　るとともに、環境に配慮した道路整備に努めます。

2）具体的な方針

（1）公共交通の充実

①東京直結鉄道の整備促進

　　市民の通勤、通学など日常生活の利便1生の向上｝こrr‘｜けて、東京直結鉄道の整備を促進します。

追加

追加

修正

1彦正

修正

追加

修IE

追加

1彦正

・文言の整理

・現施策との整合

・現施策との整合

・用語追加による変更

・ 文言整理

・ 文言追加

・ 早期着丁に向けて取り組

みの位置付け強化

・文言整理（表現統一）

・ 文言整理

都市計画課

企画調整課

企画調整課

都市計画課

都市整備課

市政推進室

東京直結鉄道（地一「鉄8号線）の整備を促進し圭れそのため、補助獲得等に関して国、県に そのため、関係機関と連携して事業†体、建設費、財政負担などにっいて鉄道事業言1’画の策定

対する要請に努めるとともに、関係機関と連携して事業主体、建設費、財政負担等について鉄 などを進めます．

道事業計画の策定などを進めます．

②東武野田線の複線化の促進

　　市民の通歎通学などの日常生活の利便性の向上を図るため、東武野田線の複線化について、

関係機関に対する要請に努め、その整備を促進しま主そのため、将来の全線区間の複線化を

念頭に置きつつ、その第歩として、「梅郷駅一運河駅間の複線化」を目指しま丸

②東武野田線の複線化の促進

　　市民の通勤、通学などの日常生活の利便性の向上を図るため、東武野田線の複線化について、

　関係機関に対する要請に努め、その整備を促進しま七そのため、将来の全線区間の複線化を

　念頭に置きつつ、その第一歩として、「梅郷駅一運河駅間の複線化」を目指します。

修正：赤
追加；青　　　　　　、

削除：緑，

第3章一7
26



都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行

表
野田市都市計画マスタープラン素案 野m市都市計画マスターブラン i日頁

題．
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理山 担当課

3－2　安全で快適な交通斑尭づくり　～交通体系整備の方針～ 3－2　安全で快適な交通環境づくり　～交通体系整備の方針～
33

③連続立体交差事業の促進 ③連続立体交差事業の促進
東武野出線の清水公園駅から梅郷駅問にっいては、踏切による事故の防止ぺ二踏切遮断による 東武野田線の清水公園駅から酬1駅間については、踏切による事故の防［1や踏切遮断による

交通渋滞を緩和するため、鉄道の高架化を促進しま『仁 交通渋滞を緩和するため、鉄道の高架化を促進します二

①バス路線の維持・整備・充実 ①バス路線の維持・整備・充実

民間バス路線については、現況バス路線を基本としながら、市民の1．1常生活の利便性の向上 民間バス路線については、現況バス路線を基本としながら、市民の口常生活の利便1生の向上

や交通渋滞の緩和のため、市民にとって利用しやすいバス交通の在り方などについて検討を行 や交通渋滞の緩和のため、市民にとって利用しやすいバス交通の在り方などにっいて検討を行

うとともに、関係機関に路線の維持・整備を要請しま尤また、合併を機に運行を開始したコ うとともに、関係機関に路線の維持・整備を要請します。また、合併を機に運行を開始したコ

ミュニティバス（まめバス）については、抜本的見直しを行い更なる利便性の向トを図ります． ミュニティバス（まめバス）辺更なる利便1生の向Lを図りま丸 1彦正 ・ 現施策との整合 企画調整課

（2）交通結節点の機能強化

（2）交通結節点の機能強化

①交通結節点の機能強化

野田市駅及び愛宕駅は、野m市の交通結節点として、広域的な交通需要に対応した駅前広場 ①交通結節点の機能強化
などの都市施設の整備を手｛1進しま主 野田市駅及び愛宕駅は、野田市の交通結負鯨（として、広域的な交通需要に杣、芯した駅前広場 削除 ・文言整理 都市計画課

などの都市施設鰺長徹≡蟻劉薦を推進します、．圭迄∴、墨閲駅は、．㌘▽．1，ク．z．シニ釆隆揚など 削除 ・ 総合計画との整合（事業 道路建設課

．を鉱嚇砿捌？整頒1を加．），．，j顕鯉㊥些苗1測丈晶工92窯購1範軸奨飽〕1強1旦図．o．ま 完の

②自動車駐車場

す、

既成市御也の商業地及U潮凋辺の駐車場需要の高い地区にっいては公・民の適切な役割分 ②自動車駐車場
担の下に、駐車施設の整備を総合的・計画的に促進しまポまた、空洞化が進む中心rh往弛に 既成市街地の商業地及ひ駅周辺の駐車場需要の高い地区については、公・民の適切な役割分

ついては、にぎわいを取り戻すため、駐車場等の共同施設整備等についても支援を行います三 担のドに、駐車施設の整備を総合的・計画的に促進します，また、空洞化が進む中心市御也に

内 ついては、にぎわいを取り戻すため、駐車場等の共同施設整備等についても支援を行いまポ

容
③自転車等駐暢・駐輸場）

駅周辺の放置白転車等の解消を図るため、駅前広場などの整備にあわせて、駐輪場の整備を ③白転車等駐車場・（駐輪場）

推進します。 駅周辺の放置自転車等の解消を図るため、駅前広場などの整備にあわせて、駐輪場の整備を

推進します。

（3）骨格的な幹線道路の整備

（3）骨格的な幹線道路の整備

①広」或幹線道路

南北軸の広域幹縦路である国道16号の混雑緩和のため、周辺の自然環境などに酉濾しつ ①広域幹線道路

つ、千葉柏道路の早期整備を促進しま仁あわせて、主要地方道結城野田線我孫子関宿線の 南北軸の広域幹線道％である国道16号の混雑緩和のため、周辺の自然環境などに配慮しつ
整備を促進しま『仁また、東西軸の広域幹線道路である主要地方道っくば野田線及び越谷野m

線（一部の区間）の混雑緩和のため、駅周辺の拡幅整佃i・芽吹大橋及び野田橋付近の4車線化
つ、千葉柏道路の早期整備を促進しま九あわせて、主要地方道結城野田線1勾二迎艇腺．姐1

填川鯉∫山細．、我孫子関宿線の整備を促進します。また、東西軸の広騨全線道路である主要

削除

田線）

・ 松戸野田線（市道山崎野

　　は、ll24年・1月に市

道路建設課

を促進します。 地方道つくば野田線及び越谷野m線（部の区間）の混雑緩和のため、芽吹大橋及び野田橋付 に移管されたため
関宿地域については、主要地方道境杉戸線バイパス（都市計画道路台町元町紡oの整備を促 近の4車線化を促進します。 追加 ・連続立体交差事業にあわ 都市整備課

進するとともに、首都圏中央連絡自動車道の整備とあわせて、隣接する他県と連絡する道路の 関宿地或については、主要地方道境杉戸線バイパス（都市計画道路台町元田」線） の整備を促 せた整備が必要なため、区
整備を促進しま丸 進するとともに、首都圏中央連絡自動車道の整備とあわせて、隣接する他県と連絡する道路の 域マスに合わせ文言追加

整備を促進します。

修正；赤

追加；青
「一

削　除：緑

第3章一8
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田「儲肺言画マスタープラン素案 野「η市都市言1画マスタープラン 旧頁

表

題
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

3－2　安全で快適な交通環境づくり　～交通体系整備の方¢1～ 3－2　安全で快適な交通環境づくり　～交通体系整備の方針～
34～36

②外享1環状道路 ②外享r環状道路

市目；馳内の通過交通を排除ナるため、都市計画道路山崎吉春線、今上木野崎線市道船形吉 市街地内の通過交通を排除するため、都市計画道路lL崎吉春線、今上木野崎線、 市道船形占
春紡cT要地方道松戸野田線、我孫子関宿線により構成される外郭環状道路（＊25）の早期整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

春線、主要地方道松戸野田線、我孫了・関宿線により構成される外郭環状道路（＊21） の早期整 1彦正 ・ 用語追加による変更 都市計画課
備を図ります三 備を図り圭す。

③主要な道路等 ③主要な道路等

市内各地区での交通の利便1生を高める道路の整備とともに、市外との連携を強化する道路の 市内各地区での交通の利便1生を高める道路の整備とともに、市外との連携を強化する道％の
整備に努めま仁また、鉄道の高架化とあわせて、rh内の都市計画道路を梯了状（＊2（う）に整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

整備に努めます、また、鉄道の高架化とあわせて、市内の都市計画道路を梯子状 （＊25）に整 修止 ・ 用計槌加による変更 都市計辿課

備しま九 備しま丸

④長期未着．十道路の†，翁証

長期未着丁の都市計両箇各については、且会情勢等の変化を踏まえ、その必要陀や既存道路 追加 ・整・開・保の方金．i・との整 都市計画課
による機能代桔可能1生等を検証1一主す 合による追加

（4）生活道路の整備 （4）生活道路の整備

だれもが安心しで快適に移動できるよう、人へのやさしさ、環境へのやさしさに配慮しなが だれもが安心して快適に移動できるよう、人へのやさしさ、環境へのやさしさに配慮しなが

ら、身近な生活道路の整備・点検を推進し、自動車と歩行者が安全に共存できる道路環境の整 ら、身近な生活道路の整備・点検を推進し、自動車と歩行者が安全に共存できる道路環境の整

備を推進します。 備を推進します。

⑤歩行者・自転車ネットワークの整備 ⑤歩行者・白転車ネッ1・ワークの整備

内 高齢者や障がい者などにも配慮した歩道の整備、安全な通行が可能となるような自転車通行 高齢者や障がい者などにも配慮した歩道の整備を推進するとともに、気軽に野m市の普かな 追加 ・ 新総合計画に自転車通行 道路建設課

容 帯等の整備を推進するとともに、気軽に野田市の豊かな自然や歴史とふれあいながら移動でき 自然や歴史とふれあいながら移動できるサイクリング道路などの整備に努め、だれもが安心し 帯の整備が新たに記述さ
るサイクリング道路など（酬蒲に努め、だれもが安心して快適に移動できる都市空間の実現を て快適に移動できる都市空間の実現を目指します。 れたため
目指します。

（6）人や環境にやさしい道路の整備 ⑥人や環境にやさしい道路の整備

①高齢者や障がい者などにやさしい交通環境の実現 ①高齢者部章がい者などにやさしい交通環境の実現

視覚障がい者誘導用ブロック（塑）の整備、歩道勾配の緩和などにより、高齢者や障がい 視覚障がい者誘導用ブロック（＊26）の整備、歩道勾配の緩和などにより、高齢者や障がい 修正 ・ 用語追加による変更 都市計画課
者などにやさしい道路整備を推進しま寸二 者などにやさしい道路整備を推進します三

②環境や景観に配慮した道路整備の推進 ②環境や景観に配慮した道路整備の推進

環境に配慮し、施設整備などに当たっては、透水性舗装（＊28）や街路樹などの整備を推進 環境に配慮し、施設整備などに当たっては、透水「生舗装（＊27）や街路樹などの整備を推進 修正 ● 用語追加による変更 都市計画課
します。 しま丸

修正：赤

追加；青

削除：緑．

第3章一9
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

表

題

内

容

見直し案

野田市都市計画マスタープラン素案

第3章　部門別方針

3－2　安全で1夫適な交通環境づくり　～交通体系整備の方針～

凡　例

＝南北軸
Eヨ東西軸

Eヨ環状軸

Eヨ幹線道路

田　公共交通軸（複線化の促進）

回道路機能強化区間

Ellli］鉄道高架区間

［コ河川

現　　行

野田市都市計両マスタープラン

第3章部［Wl別方針

3－2　安全で1’k適な交通環境づくり　～交通体系整備の方針～

旧頁

3／1～36

凡　例

■南北軸
巨ヨ東西軸

巨ヨ環状軸

Eヨ幹線道路

E亘ヨ　公共交通軸（複線化の促進）

匝］　道路機能強化区間

回鉄道高架区間

口河川

第3章一10

分類 変更及び迫加理由

・ 変更なし

担当課
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田市都市計画マスタープラン素案 野田市都rh計両マスターブラン lH頁

表

題
第3章部門別方針 第3章部llll別方針

分類 変更及び追加理由 担当課
37

3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然環境保全・活用の斑1～ 3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然剴寛保全・活川の方針～

1）基本方針 1）基本方針

（1）市民の愛着を生み出すみどりの保全 （1）市民の愛着を生み出すみどりの保全

利恨川、江戸川及U味ll根運河の骨格的な自然環境や、みどりの肌白1となる巾央の杜を始めと 利恨川、江戸川及U潮根運河の胃’格的な白然環境や、みどりの拠点となるIi1央の仕を始めと

した、多様なみどりの保全、整備を進め、rh民共泊の財産となる質の高いみどりのまちづくり した、多様なみどりの保全、整備を進め、市民共有の財産となる質の高いみどりのまちつく り

を進め、さらに江川地区の周辺斜面林等の保全にも努めま仁 を進め、さらに江川地区の周辺斜面林等の保全にも努めま主

②身近な白然とふれあうことができる都市環境の創出 ②身近な自然とふれあうことができる都市環境の創出

みどりの拠点となる野田市総合公園、野m市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市 みどりの拠点となる野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、 野田市

スポーツ公園や、身近な都市公園などの市径弛内における公園・緑地の整備とともに、河川、 スポーツ公園や、身近な都市公園などの市街地内における公園・1剥也の整備とともに、 河川、

農地など既存の白然環境の保全・活用により、市民のニーズに対応したみどりの創出を図りま 農地など既存の自然環境の保全・活用により、市民のニーズに対応したみどりの創出を図りま
す。 す。

（3）水やみどりのネットワーク化 ③水やみどりのネットワーク化
都市内の水やみどりをネットワーク化することにより、自然を身近に感じられる都rh空聞の 都市内の水やみどりをネットワーク化することにより、目然を身近に感じられる都市空間の

形成を図り、玉とみどりの質の向上に努めます。　　　　　一

形成を図り、みどりの質の向上に努めます。 垣加 ・ 文言整理 農政課

2）具体的な方針 2）具体的な方針

（1）市民共有の財産となる、身近なみどりの保全と適正な管理 （1）市民共有の財産となる、身近なみどりの保全と適正な管理

利1間ll、江戸川、利根運河や、みどりの拠点となる中央の仕市民の森などの貴重な白然環 利］間ll、江戸川、利根運河や、みどりの拠点となる中央の杜、市民の森などの貴重な自然環

内 境要素を身近なみどりとしてとらえ、市民との協働作業における緑化活動の促進・管理などを 境要素を身近なみどりとしてとらえ、市民との協働作業における緑化活動の促進・管理などを

容 積極的に進め、郷上に愛着をもてるまちづくりを進めます。 積極的に進め、郷士に愛着をもてるまちづくりを進めま丸

②身近な白然とふれあうことができる緑地の創出 ②身近な白然とふれあうことができる緑地の創出
市民の多様なニーズに対応するため、みどりの拠点的な役割を果たしている野出市総合公 市民の多様なニーズに対応するため、みどりの拠点的な役割を果たしている野田市総合公

園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市スポーツ公園において、その周辺の 園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野m市スポーツ公園において、 その周辺の

自然環境の保全を図るとともに、施設の整備・充実を推進しま七その他、目常生活に密着し 自然環境の保全を図るとともに、施設の整備・充実を推進します。その他、口常生活に密着し

た市民の憩いの場やコミュニケーションの場としての都市公園などの機能を充実させ、豊かな た市民の憩いの場やコミュニケーションの場としての都市公園などの機能を充実させ、 豊かな

自然環境を身近に感じ、白然と親しめる占れあいの場の創出を図りま七また、既存の農地に 自然環境を身近に感じ、自然と親しめるふれあいの場の創出を図ります。また、既存の農地に

ついても都市内の貴重な糸剥也としてとらえ、その保全・活用に努めます、 ついても都市内の貴重締救也としてとらえ、その保全・活用に努めまポ

修正：赤

追加：青
削　除：緑　　　　　　．

第3章一11
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　　行
野田市都市計画マスタープラン素案 野m市都市計画マスタープラン 旧頁

表

題
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然環境保全・活用の方金ト 3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然環境保全・活用の方針～
38～39

③水とみどりのネットワークの形成 （3）水とみどりのネットワークの形成

晋かな自然と共生する都rhを目指すため、河川や山林などの人小様々な自然環境要素を、市 豊かな自然と共生する都市を目指すため、河川や川林などの大小様々な自然環境要素を、 市

民が口常生活において身近な自然と親しむことができるよう、次世代に引き継ぐまちづくりを 民が日常生活において身近な自然と親しむことができるよう、次世代に引き継ぐまちづくりを

推進するため、水とみどりのネットワークの形成を図ります， 推進するため、水とみどりのネットワークの形成を図ります、

①水の軸の形成 ①水の軸の形成

利根川、江戸川及び利根運河の水〕辺空間を大きえ絹格として、「水の軸」を形成することに 利根川、江戸川及び利根運河の水辺空問を大きな骨格として、「水の杣」を形成することに

より、市民が、水の持つ潤いややすらぎを実感できる、水辺環境づくりを進めます。 より、市民が、水の持つ潤いややすらぎを実感できる、水辺環境づくりを進めまポ

②みどりの軸の形成 ②みどりの軸の形成

利根川、江戸川及び利根運河沿いの豊かな白然環境を始めとした大規模な緑地を大きな骨格 利根川、江戸川及て麻II根運河沿いの豊かな自然環境を始めとした大規模な緑地を大きな・削各

として、ll1央の杜、野m市総合公園、野田市スポーツ公園や国道16号沿道の山林などを相互 として、中央の杜、野出rf総合公園、野田市スポーツ公園や国道16号恰道のlll林などを相互

に結びつける「みどりの軸」を形成し、みどりの保全や創出を図ります。 に結びつける「みどりの軸」を兀城し、みどりの保全や創山を図ります。

また、市民の森や都市公園（坐）などの市民に身近な白然環境要素を、幹線道路などの植 また、市民の森や都市公園（坐）などの市民に身近な自然環境要素を、幹線道路などの植 修正 ■ 用語追加による変更 都市計画課

内容

樹帯のみどりにより結びつけることで、連続したみどりの空間を形成しま尤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

樹帯のみどりにより結びっけることで、連続したみどりの空間を形成します。

修正：赤

追加：青

削除；緑

第3章一一12
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

表

題

内

容

見直し案

野田市都市言1画マスタープラン素案

第3章部門別方針
3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然環境保全・活用の方針～

凡　例

．に追」‘H

□璽簾訪を創出す。．．ン）　晒緑地レク・エーシ・ン拠点

□灘臨三する，．。，F麗翌軸

口縁地レクリエーションゾーン

圏南北軸
巨≡ヨ東醐

［コ環状軸

現　　行

野田市都市計画マスタープラン

第3章　部門別方針

3－3　水やみどりを大切にしたまちづくり　～自然環境保全・活用の方針～

旧頁

38～39

凡　例

口
　　璽鷲㍉を創出するゾ．ン）　［i！コ・a地・ク・エーシ・ン癖

□劇灘保錐す。。．。■㌫軸

［：コ緑地レクリエーションゾーン

圏南北軸
E≡ヨ東西軸

［コ環状軸

第3章一13

分類

修正

修ti三

変更及び追加理由

・ 緑地レクレーション拠

点にこうのとりの里周

辺を追加

・ 市街地ゾーンを総合計

画と整合させ1鉦

担当課

みど’りと水

のまちづく

り課

都市計画課

修　正

追　加

削　除

赤

青

緑
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行
野田市都市謝画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

担当課表

題
第3章部門別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由

3－4　環境にやさしいまちづくり　～環境共生型まちづくりの方金ト 3－4　環境にやさしいまちづくり　～環境共生型まちづくりの方針～
／10～／ll

1）基本方針

（D自然とσ）共生

　　都市に残る白然は、動植物の保護及び育成、快適な都市空間の形成、さらには人々にやすら

　ぎを与える大切な資源であるため、適正な保全・管理を図るとともに、コウノトリをシンボル

1）基本方針

（1）自然との共生

　　都市に残る自然は、動植物の保護及び育成、快適な都市空間の形成、さらには人々にやすら

　ぎを与える大切な資源であるため、適IEな保全・管理を図るとともに、生態系にも配慮するな

　　とした生物多康1生の保全・川・生に取り組み、自然と共生したまちづくりを進めま℃

（2）環境にやさしい実践活動があるまちづくりの推進

　　公害防止のための規制基準を守ることはもとより、生活環境への影響を考えた環境保全を通

　　して、大気、水質、土壌などを健全な状態に保持し、人の健康の保護及び生活環境の保全を図

　　るとともに、環境負荷の少ない製品の利用などの促進や、省資源・省エネルギー対策などの生

　活の中での実践活動を促進しま主

2）具体的な方針

（1）自然との共生に向けた環境整備

（1環境保全の推准

　　多様な動植物とその生態系が良好に保全されるよう、豊かな自然環境を保全し、みどりや水

　辺環境及び動植物とふれあえる場の整備を図り、それらを活用することでみどりや生物を大切
　にする意識の醸成が図られるよう、市民の森や都市公園、都聯剥也（＊30）、座生川やくり堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　川などの水辺環境の整備とともに、街路樹の植栽などによる糸剥ヒの推進を図ります。

　　また、水田に環境用水（＊3Dを導人することで、水質び）改善や多様な水生生物等の自然環

　巳＿自然と共牛したまちづくりを進めま七

②環境にやさしい実践活動があるまちづくりの推進

　　公害防止のための規制基準を守ることはもとより、生活環境への影響を考えた環境保全を通

　　して、大気、水質、土壌などを健全な状態に保持し、人の健康の｛呆護及び生活環境の保全を図

　るとともに、環境負荷の少ない製品の利用などの促進や、省資源・省エネルギー対策などの生

　活の中での実践活動を促進します、

2）具1桶勺な方針

（D自然との共生に向けた環境整備

　　多様な動植物とその生態系が良好に保全されるよう、優れた里i」」環境を保全し、みどりや水

・総合計画、整・開・保の

方針と整合させ修正

・ 総合計画、整・開・保の

方針と整合させ修正

・用語追加による変更

・総合計画と整合させ新規

事業を追加

・ 総合計画、整・開・保の

方針と整合させ、事業を追

加修正

・用語追加による変更

みどりと水の

まちづくり課

みどりと水の

まちづくり課

都市計画課

農政課

みどりと水の

まちづくり課

都市計画課

内容 　境の維持、保全を描斐Lます。

②コウノトリの野生復帰

　　コウノトリの棲める環境は、多くの生物を育むとともに、人にとっても安心女全に暮らせる

修⊥1三

．追1川ll多正修IE追加追加ll多正追加修rE

環境と言えるため、野生復帰の推進により、白然再生・生物多樹生の取り組みを広けご自然と

　共生したまちづくりを進めまれ

②環境への負荷の少ないまちづくり

①廃棄物の減量・リサイクルの推進

　　循環型祉会（＊32）を目指して、ごみの分別収集の徹底や資源回収の推進に取り組むことに

　より、ごみの減量化・リサイクルの推進を図ります。
　　また、ごみ問題に関する啓発などを図るとともに、再生品利用の打燵、事業系ごみの再資源・化ルートの構築などに取り組みます。

②廃棄物処理施設の整備

　　現在、一般廃棄物の最終処分場がないため、廃棄物の処分はrh外に依存しており、その残余

　容量も逼迫（ひっぱく）しているため、今後も引き続き施設整備の在り方など対応策を幅広く

　検討します。

　辺環境及び勤植物とふれあえる場の整備を図り、それらを活用することでみどりや叫物を大切

　にする意識の醸成が図られるよう、市民の森や都市公園、都rh緑地（塑）、座生川やくり堀

　川などの水辺環境の整備とともに、街路樹の植栽などによる緑化の推進を図ります。

（2）環境への負荷の少ないまちづくり

①廃棄物の減量・リサイクルの推進
　　循環型社会（＊30）を目指して、ごみの分別収集の徹底や資源回1反の推進に取り組むことに　　　　　　　一

　より、ごみの減量化・リサイクルの推進を図りま丸

　　また、ごみ問題に関する啓発などを図るとともに、再生品利用の推進、事業系ごみの再資源

　化ルートの構築などに取り組みます二

②廃棄物処理施設の整備

　　現在、一般廃棄物の最終処分場がないため、廃棄物の処分は市外に依存しており、その残余

　容量も逼迫（ひっぱく）しているため、今後も引き続き施設整備の在り方など対応策を幅広く

　検討します。

修正：赤

追加：青

削除：緑．

．また、新清掃一［場につい『ごは、建設地周辺の環端［全に一卜分配慮するたδ・）、施設のコン・・ク

卜化と公害防止等の」翼克対策を徹底するとともに、市民に対し健康な生活を支える重要な基盤

施設であることの耳餉琴を得ることに努め、施設整備を行い上一仁

　不燃物処理施設にっいては、適切な維持補修をf了い、安定的な運用を図り圭一む また、より一情の循環型什会を構築すろため、新不1烈勿処理施設を建設し、容器包装リサイ

・総合計画と整合させ、事

業を追加修正

・ 時点修正

清掃計画課

清掃計画課

クル法に基づいた廃プラスチックの分別及び不燃ごみ中び）資源物のIL∫1収により、｝飽底Lた資源

化に努めます。

第3章一14
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行

表
野田市都市計画マスタープラン素案 野田市都市計画マスタープラン 旧頁

担当課

題
第3章部rlり別方針 第3章部門別方針

分類 変更及び追加理由

3－4　環境にやさしいまちづくり　～環境共生型まちづくりの方金ト 3－4　環境にやさしいまちづくり　～環境共生型まちづくりの方針～

41

③次世代に引き継ぐ良好な環境の保全と創出 ③次世代に引き継ぐ良好な環境の保全と創出

①水資源・エネルギーの有効利用 ①水資源・エネルギーの有効利用

省資源・省エネルギーに関する知識の普及を図り、これらが有効利用されるよう、雨水地下 省資源・省エネルギーに関する知識の普及を図り、これらが有効利用されるよう、 雨水地卜

浸透の推進、省エネルギーの推進及び省資源・省エネルギーに関する意識の啓発などに取り組 浸透の推進、省エネルギーの推進及び省資源・省エネルギー一に関する意識の啓発などに取り組

みまポ みま七

②水質環境の保全 ②水質環境の保全

豊かな水辺環境の水質を保全するための都市施設として、公共卜水道の整備を進めるととも 豊かな水辺環境の水質を保全するための都「勧毎設として、公共下水道の整備を進めるととも

に、下水道区域以外については、合併処理浄化槽（＊33）の設置を促進し、また使用されてい に、ド水道区域以外については、合併処理浄化槽（＊3Dの設置を促進します。 修IE ・用語追加による変更 都市計画課’

±舖拠理浄些槽に／：・いて、保守輪と清掃など這i切な管理に努賜よ・）啓爺左悔紅・巳 追加 ・ 水質環境を保全するに ド水道課

は、浄1け曹の維持管理の重

要性にっいても啓発して

いくことが必要なため

（4）市民参加の取組 （・1）市民参加の取組

①環境学習の推進 ①環境学習の推進
野田市スポーツ公園内のニツ堀1匹山自然園の活用や、座生川の水辺空間整備計画（＊3・Dを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野田市スポーツ公園内の三ツ堀里山自然園の活用や、座生川の水辺空間整備言1画 （超）を 1彦正 ・ 用語追加による変更 都市計画課

推進し、環境学習の機会の提供や場の整備及び獺学習の機会や環境の現状についての情報の 排進し、環境学習の機会の提供や場の整備及び環境学習の機会や環境の現状についての情報の

提供などに取り組みます6 提供などに取り組みま丸

内 ②自主的な環境保全行動の促進 ②自†的な環境保全行動の促進

容 地域の環境保全活動の促進（地域の環境美化運動など）、環境保全活動団体などへの支援、 地域の環境保全活動の促進（地域の環境美化運動など）、環境保全活動団体などへの支援、

環境に配慮した生活様式への誘導及び環境に配慮した事業活動への誘導などに取り組みますこ 環境に配慮した生活様式への誘導及び環境に配慮した事業活動への誘導などに取り組みま先

さらに、環境教育への協力等企業のCSRII¶動（＊35）を促進しまrれ 追加 ・生物多様1生のだ戦略と整 みどりと水の

合させ、事業を追加修正 まちづくり課

、

第3章一15
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）

見直し案 現　行

表
野田市都市計画マスタープラン素案 野田市都市計画マスターブラン 1日頁

題
第3章部門別方針 第3章部凹別方針

分類 変更及び追加理由 担当課

3－5　ゆとりある生活を送れる環境づくり　～住宅・住環境整備の方斜～ 3－5　ゆとりある生活を送れる環境づくり　～住宅・住環境整備の方針～
42

D基本方針 1）基本方針

（1）良質な住宅の供給 （1）良質な住宅の1斯合

様々な1止代1：1職、収人階層が安心してゆとりある生活ができるよう、持家や1｛ll家及び公的住 様々な世代構成、収人階層が安心してゆとりある生活ができるよう、持家や借家及び公的住

宅、民間住宅などの多様な住宅の供給を図りま七 宅、民間住宅などの多様な住宅の供給を図ります，

②高齢者、障がい者及び働く女性が住みやすい庄環境の創出 （2）高齢者、障がい者及び働く女性が住みやすい住環境の創出

ノーマライゼーション社会の構築に向け、1離『渚や璋がい者などの居住環境に対しても幅広 ノーマライゼーション社会の構築に向け、高齢者や障がい者などの居住環境に対しても幅広

く考えるとともに、働く女性の居住に対する支援を推進します。 く考えるとともに、働く女性の居住に対する支援を推進しま丸

③定住意識に対応したみどり豊かな住環境の整備 ③定住意識に対応したみどり豊かな住環境の整備

土地区画整理事業などにおける住環境整備の方針と連動した住宅施策を考えることで、強い 十地区画整理事業などにおける庄環境整備の方針と連動した住宅施策を考えることで、強い

定住意識に対応した庄環境の整備を推進します、 定住意識に対応した住環境の整備を推進します。

2）具f梱的な方針 2）具体的な方針

（1）庄まい方に応じた適切な水準の住宅の確保 （1）住まい方に応じた適切な水準の庄宅の確保

①公的住宅供給の促進 ①公的住宅｛共給の促進

既存の市営庄宅の長期的、計画的な維持管理により長寿命化を図るとともに、県及び公社な 市営住宅の建て替えや適正な管理とともに、県及び公社などとの公的庄宅確保に向けた連 修1卜： ・総合計画と整合させ、事 営繕課

どとの公的庄宅確保に向けた連携・協力に努めるとともに、入居希望の多い所得層や世代の居 携・協力に努めるとともに、入居希望の多い所得層や閏㊦の居住条件を整備し、牛活支援や生 業を追加修正

内 住条件を整備し、生活支援や生活環境の整備とあわせた良質な住宅供給を図りまう二 活環境の整備とあわせた良質な住宅供給を図りま主，

容
②民問庄宅の供給支援 ②民間住宅の供給支援

良質な民問賃貸住宅建設への支援や、老朽庄宅の建て替え誘導・支援、不燃住宅の誘導・支 良質な民間賃貸住宅建設への支援や、老朽庄宅の建て替え誘導・支援、不燃住宅の誘導・支

援、住宅に関する相談窓口体制の整備など、良質な民間住宅の供給に向けた総合的な支援を図 援、住宅に関する相談窓口体制の整備など、良質な民間住宅の供給に向けた総合的な支援を図

ります。 ります。

修正1赤
追加：青

一 ．．一一

削　除1緑

第3章一16
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都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　　行野田市都rh計画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープランlH頁表題第3章部川別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由担当課1．1コ表紙中表紙第3章　部門別方針　　ノ　　，「』r’r’／第3章　部門別方針　ノ　／ノ」ノこの章では、前章で示した将来都市像一や将来都市構造の実現に向けて、「一け断1」用」、「交通休系」、この章では、前章で示した将来都市像や将来都市構造の実現に向けて、「士1瞬1」用」、「交通体剰、「白然環境」、「環境共生」、「住宅・住環境」、「都市景観」、「福祉」、「防災・防犯」、「観光・文化・「自然環境」、「環境共生」、r住宅・住環境」、「都市景観」、「福祉」、「防災・防犯」、「観光・文化・スポーツ・レクリエーション」の各視点からまちづくりの方針を整理していま古スポーツ・レクリエーション」の各視点からまちづくりの方針を整理していま七3−｜都市と自然が調和したまちづくり3−1　都市と自然が調和したまちづくり〜土f柳1用の方針〜〜上上断i」用の方針〜3−2　安全で1夫適な交通環境づくり3−2　安全で快適な交通環境づくり〜交通体系整備の方針〜〜交通体系整備の方針〜3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり〜自然環境保全・活用の方針〜〜白然環境保全・活用の方針〜3−4　環境にやさしいまちづくり3−4　環境にやさしいまちづくり〜環境共生型まちづくりの方針〜〜環境共生型まちづくりの方針〜3−5　ゆとりある生活を送れる環境づくり3−5　ゆとりある生活を送れる環境づくり〜住宅・住環境整備の方針〜〜庄宅・住環境整備の方針〜内3−6　資源をいかした風景づくり3−6　資源をいかした風景づくり容〜都市景観形成の方金ト〜都市景観形成の方針〜3−7安心して暮らせるまちづくり3−7　安心して暮らせるまちづくり〜福祉のまちづくりの方針〜〜福祉のまちづくりの方針〜3−8　災害に強い安全なまちづくり3−8　災害に強い安全なまちづくり〜防災・防犯まちづくりの方針〜〜防災・防犯まちづくりの方針〜3−9　野田市を満喫できる環境づくり3−9　野田市を満喫できる環境づくり〜観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針〜〜観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針〜．第3章一120都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　　行野出市都市言晒マスターブラン素案野m市都市計画マスタープラン旧頁表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由担当課3−1　都市と白然が調和したまちづくり　〜」二地利川の方針〜3・1　都市と白然が調和したまちづくり　〜十地利用の方針〜27の広域的なポテンシャル（≡）を中心とLたL業団地を整備L、1）基本方針（1）1≒1然環境と調和したコンパクトな市街地の形成　　野田市を取り囲む河川や市街地を囲むlIJ林や農地を保全するとともに、これらの白然環境と　調和したコンパクトな巾御也の形成を図ります。�Aゆとりと落ち着きのある住宅地の形成　　道路を始めとした都市施設の整備改善や庄宅地としての街並み景観の向上により、ゆとり　と落ち着きある住宅地の形成を図りま七（3）にぎわいと趣のある商業地の形成　　歴史的街並みを活用し、商業業務施設を集積することで、歴史的な街並みと調和したにぎわ　いのある商業地の形成を図りま七（・1）新たなインパクトの活用によるにぎわいや魅力を創出する上1断U用の推進　　東京直結鉄道（地ド鉄8聯｝il）や千葉柏道路による新たなインパクトの活用により、野田市　　　　　　　　　　　　　　　を高めるとともに、活力ある都市の育成を図るため、製造業D基本方針（D白然環境と調和したコンパクトな市1鍬也の形成　　野田市を取り囲む河川や市往「地を囲む山林や農地を保全するとともに、これらの白然環境と　　調和したコンパクトな市1』弛の形成を図ります。（2）ゆとりと落ち着きのある住宅地の形成　　道路を始めとした都市施設の整備改善や、庄宅地としての街並み景観の向トにより、ゆとり　　と落ち着きある仕宅地の形成を図りま尤（3）にぎわいと趣のある商業地の形成　　歴史的街並みを活用し、商業業務施設を集積することで、歴史的な街並みと調和したにぎわ　いのある商業地の形成を図ります．�C新たなインパクトの活用によるにぎわいや魅力を創出する十地利用の推進　　東京直結鉄道や千葉柏道路による新たなインパクトの活用により、野田市の広」或的なポテン　シャル（＊20）を高めるとともに、活力ある都市の育成を図るため、にぎわいや魅力を生み出　す士地利用の推進を図ります。2）土地利用の体系　主な土地利用を以ドのとおり体系化し、方針を掲げま℃2）土地利用の体系　主な土地利用を以．ドのとおり体系化し、にぎわいや魅力を生み出す上地利用の推進を図ります三　　方針を掲げます。追加修IE追加削除・．文言整理（表現統う・用語追加による変更・現施策との整合・具体的な方針との整合性　（江川地区）都市計画課都市計画課都市計画課都市整備課内容住宅系土地良用住［蹴向上を図る池或住環凱向上綱世或ゆとりあZ荘君齪ヨ呆全する胆或住宅系弍地下1用ゆとりある主泣也習呆全する雌或商業・業務系士地［⊥用中凸商業也勲⌒瑚鷺也o頬蚕鱒都市的土lt帆用一般撒也中島商業地工業系封ぴ1用工業地都市的ゴゴ跡澗薩撲・業務系±地租用一般醐也礫・工業剰ゴぴ1用1魏雌騰・業務り填存する地或工業紺跡用工業地業務・研駒i梱用先満封棚形C・開発と人材醐靴なる地t或商業・工業系土地利用伝統拍な玉穀ぱ撲・業務む唄存するぱ或緑地系業務・研究系土地良用知粧黄棚月究・開発と人材醐靴なる世或自然的土地利用優良な農地刻呆全する1世或緑［8系農［也系農⊂〕填存ずるぱ或自然的土地董［用i襲な農幽呆全する超域農［也系麗⊂〕墳存する世或修正：赤追加：青削　除：緑．第3章一221都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田市都市計画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁表題第3章部門別方針第3章部凹別方針分類変更及び1助u理由担当課3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜廿断1」川の方針〜3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜士地利川の方針〜28〜293）主な士地利用ごとの具f軒］勺な方針3）丁な士地利川ごとの具体的な方針（D都市的上上Vi；F−｜」用（1）都市的土地利用�@庄宅系士地利用�@住宅系1：上跡1」用【住環境の向上を図る地域】【住琳克の向トを図る姐り或】既成市1昂山は、他用途との混在、敷地の狭小rヒ、狭陥（きょうあい）道路（＊22）などの問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既戊市街地は、他用途との混在、敷地の狭小1ヒ、獅徐（きょうあい）道路（翌Dなどの問修正・用語追加による変更都市計画課題を解消し、良好な住環境の形成に努めま仁また、市街地内において計画的な而的整備に努題を解消し、良好な住環境の形成に努めます。また、市街地内において計両的な面的整備に努めるとともに、宅地開発などに対する適切な規制、誘導により、良好な市街地の形成を図りまめるとともに、宅地開発などに対する適切な規制、誘導により、良好なr碓弛の形成を図りまポ七【ゆとりある住宅地を保全する地域】【ゆとりある住宅地を保全する地域】みずき地区、桜の里地区を始めとした十地区画整理事業などにより言1画的に整備された住宅みずき地区、桜の里地区を始めとした土地区画整理事業などにより計画的に整備された住宅地や、今後整備される住宅地については、ゆとりある庄宅地として、地区計画制度（＊23）の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地や、今後整備が丁宿され：⊆いる住宅地にっいては、ゆとりある住宅地として、地区言h画制度肖ll除・時点修正都市整備課積極的な導入などによる、良好な庄環境の形成及び保全を図ります。⊆）の積極的な導人などによる、良好な住環境の形成及び保全を図ります、，修止■用語追加による変更都市計画課�A商業・業務系土地利用�A商業・業務系上」断i用【中心商業地】【中心商業地】本町通り周辺の商業地は、歴史的資源と調和した魅力ある径「並み景観を形成するとともに、本町通り周辺の商業地は、歴史的資源と調和した魅力ある街並み景観を形成するとともに、市街地環境の整備に努め商業機能の充実を図ります。市働也環境の整備に努め商業機能の充実を図ります。また、中心サービス核として広域的な1生格をもった野rr1市駅・愛≠駅周辺は、東武野田線連また、中心サービス核として広域的な園各をもった愛宕駅周辺は、東武野田線連続立体交差追加・総合計画との整合都市計画課続立体交差事業と一休となった駅前広場や駅前線等の市街地整備を非庄進し、中心市f封也にふさ事業と一一体となった駅前広場や駅前線等の市街地整備を推進し、中心市街地にふさわしい商・整・開・保との整合都市整備課わしい商業・業務系の土地利用を誘導し、商業機能の充実を図りま『れあわせて、土地の高度業・業務系の土1≡断IJ用を誘導し、商業機能の充実を図ります。（高度利用の位置付け）内利川を促進し、商業環境の充実及び魅力ある都rh空間の形成克図り土す、容【一般商業地】【一般商業地】地域サービス核として、川間駅周辺�`梅郷g凋辺及び関宿中央ターミナル・関宿支所周辺は、地域ナービス核として、川間周凋辺及酬毎郷駅周辺並びに関宿中央ターミナル・関宿支所周修正・文言修正都市計画課市往弛整備を行うとともに、庄民の要望や利使性を考慮した商業集積を図り、できるだけ多様辺は、市街地整備を行うとともに、住民の要望や利便性を考慮した商業集積を図り、できるだな都市機能の集積を誘導し、充実を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’け多様な都市機能の集積を誘導し、充実を図りま丸修正：赤追加1青　A削除：緑．第3章一322都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田市都市計画マスタープ．ラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁担当課表題第3章部川別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜．けぴi」用の方針〜3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜十地利用の方針〜29�B工業系上」断i囲�B⊥業系土±｛堺1間【工業地】【丁業地1野田橋周辺から江戸川沿いに連なる⊥業地は、野川市の産業活動に大きな役割を果たしてい野田橋周辺から江戸川7合いに連なる丁業地は、野田rhの産業活動に大きな役割を果たしている醤汕醸造業が営まれているため、今後も産業川地としての1：地利川を促進するとともに、歴る醤油醸造業が営まれているため、今後も産業用地としてのト」．断1］用を促進するとともに、歴史的な景観の形成を図ります。史的な景観の形成を図ります、野出橋周辺の比較的小規模な工場が点在する⊥業地については、今後も周辺の住琳尭に配慮野出橋周辺の比較的小規模な工場が点在する⊥業地については、今後も周辺の住環境に酉鴫：した産業用地としての土／断1］用を促進するとともに、周辺住宅地との共生に努めます。した産業用地としての上⊥］杯1」用を促進するとともに、周辺住宅地との共生に努めます。中里地区、丞地区、南部地区、西高野地区、桐ケ1乍地区及び古布内±也区の各地区については、中ll［地区雌地区、南部地区、西高野地区桐ケ作地区及び古r｜」内地区の各地区について修正・用語の修正都市計画課今後も工業地として配置し、職住近接の実現を図るとともに、今後成長が見込まれる産業の誘は、今後も丁業地として配置し、住↓蹴似口る頂題力卿｛弛�k職住近接の実現を図るとともに、削除・現施策との整合都市計画課致を促進します。今後成長が見込まれる産業の誘致を促進します。勘n・総合計画との整合商上観光課さらに、定住1足進と雇川確保〔力ため、製浩業ヰ’‘ll心とLた．L業団地の整備を図り主す�C商業・工業系上地利用�C商業・工業系十地利用【伝統的な丁業地と商業・業務が共存する±凹或】【伝統的な工業地と商業・業務が共存する地威】修」1．1・整・開・保の方金L都市都rh整備課野田市駅周辺では、駅の西側において、東武野出線連続立体交差事業にあわせ土地区画整理野m市駅周辺の醤油工場などの伝統的な産業が立地する地域は、広域拠点の一翼を担う上地再開発の方針などとの整事業により駅前広場や駅前線等の音姉施設を整備し、：け断1朋の巾編及び高度利用への軋換を利用を推進するため、東武野田線連続立体交差事業と一体となった上地区画整理事業等の市街合による修正図るとともに、野田市の伝統的な産業と商業・業務機能が共存するまちづくりを進めます。地整備をするとともに、野田市の伝統的な産業と商業・業務機能が共存するまちつくりを進めま尤�D業務・研究系土地利用�D業務・研究系土地利用【先端技術の研究・開発と人材育成の場となる地域】【先端技術の研究・開発と人材育成の場となる地域】a桜の川一ゴ目の業務研究施設地区においては、先端技術の研究や開発を中心とした業務・研桜のIlL．・丁目の業務研究施設地区においては、先端技術の研究や開発をIl1心とした業務・研内容究系の土地利用を促進します。究系の土地利川を促進します。び修正1赤追加：青一、削除1緑．．▲．．．第3章一423都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野出市都市詞画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁担当課表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由3−1都市と自然が調和したまちづくり　〜土地利用の方金ト3−1　都市と白然が調和したまちづくり　〜一ヒ地利用の方針〜30〜31�A自然的七堆孫1聞�@瓢也系　　Ll∫央の］・L野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市スポーツ　公園、こ〕のとりの里固辺など、市民が身近に野田市の自然とふれあうことができる紺也を保　全します。また、利恨川、江戸川及び利恨運ll1∫の河川などとその周辺並びに江1｜1地1天などでは内容　生物多様性を育む白然環境を保全するとともに、自然と剖τあうことができるレクリエーショ　ン施設の整備充実を推進します。さらに、座生川やくり堀川などの河川においても、生活に身　近な自然環境資源として保全に努めます。�A農地系　【優良な農地を保全する姐域】　　一団となった農地を形成する中［n地区小山地区、船形地区、福田地区、目吹地区今上地　区、関宿台町地区、新rn戸地区及び木問ケ瀬地区などをll．1心とした優良な農地は、農業振興の　拠点として農業生産基盤の整備や高度化などによる効率酌な十地利用を促進しま『れ　【農地等と集落が共存する地域】　　農地等と集落が共存する地域については、良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、　適正な土断胴を図り、屋敷林をはじめとする樹林地や生垣など、みどり豊かな土地利用を促　進します。　　また、都市の緑地環境として維持保全するとともに、市民の余暇の場として活用できるよう　に促進します。　　江川地区は、自然環境保護対策基本計画に基づいた自然と共生する地域づくりを進めまポ�Bその他　　6市の活性化を担う市街化調整区域の「｛市的⊥地利用�A自然的十地利用�@緑地系　　中央の杜、野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野m市スポーツ　公園など、市民が身近に野mrhの白然と射礼あうことができる緑地を保全しま七また、利恨　川、江戸川及び利髄河の河川などとその周辺の白然環境を保全するとともに、自然とふれあ　うことができるレクリエーション施設の整備充実を推進します三さらに、座生川やくり堀川な　どの河川においても、生活に身近な自然環境資源として保全に努めます。�A農地系　【優良な農地を保全する地域】　　一団となった農地を形成する中里地区、小1【1地区、船形地区、福田地区、U吹地区、今上地　区、関宿台町地区、新田戸地区及び木間ク瀬地区などを中心とした優良な農地は、農業振興の　拠点として農業生産基盤の整備や高度化などによる効率的な土地利用を促進します三　【農地等と集落が共存する地域】　　農地等と集落が共存する地域については、良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、　適正な上止断i」用を図り、屋敷林をはじめとする樹林地や生垣など、みどり豊かな土地利用を促　進します。　　また、都市の緑地環境として維持保全するとともに、市民の余暇の場として活用できるよう　に促進しまポ　　江川地区は、自然環境保護対策基本計画に基づいた自然と共生する地或づくりを進めます二�Bその他　　人規模未利用地については、地域の活性化や周辺環境との調和に留意し、地区計画制度等を追加追ノ川修IE．追加・総合計画との整合・総合言1’画、整・開・保の方針との整合　　　　．　1・市街化調整区域の都市的土地利用の明確化を図るため・市街化調整区域の都市的上地利用の明確化を図るため企画調整課みどりと水の圭ちづくり課都市計画課都市計画課市街1ヒ調整区域は市街1ヒを抑制すべき区域ですが、幹線道路沿道などで定規模以ヒの上地活用して計画的な土地利刑を検討します，における流通業務、観光、レクリエーション等を主体とする非主居系の開発地、または、既存の一E業地周辺の一定規模以上の上地における製造業等の一L業系の十地利用で、地域の振興又は発展に寄与し、必要な公共公益施設を整備しつつ、周辺の自然環境、景観と調和する良好な開発を誘導する場合などにおいては地区計画を定め、rh街1ヒ調整区域の適IEな士1瞬1囲の形成を図ります，【幹新樋路疏亘開発『秀導ゾーン1　広域交通の特性を活かし、溺樋業務施設や沿道施設、観光振興施設等の立地を誘導することで、広1剥il線道路の1（通に『R応しい⊥地利用を図ります【観光商業整備誘導ゾーン】　観光・商業・レクリエーションなどを†体とする施設の立地を誘導することにより、交流人rlの拡大や地域振興を図ります。【非住居系開発誘導ゾーン】　工場、研究所、流通業務施設及び観光振坦1施設などの立地を周辺環境と調［llした計画のもと誘．導し、持続‘‘∫能な地域振興を図ります、．【既存⊥業1寸1地連携『秀導ゾーン】　既存の産業集積との連携1生を活かLた産業関連施設の〉／：地を誘導し、産業拠点とLての更なる1幾能向」．：を図り圭す修正：赤追加：青削　除：緑．　　．．．第3章一524都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）7題内容見直し案野田市都市計画マスタープラン素案第3章部門別方針3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜抄断lj用の方針〜新土地利用誘．導ソーン．・関宿1疵博物館σ）周週Tl　．．．NS　rJ，／万　　rc．t一曳za鴨新ユ地利用誘導ゾーン・既存工業団地の周辺台町東地区1：⊥業地を配置也利用方針図開発審査会提主基章脂定区域�n、　ST　ηド現マスターフランに掲鼓済s、野田市駅西地区に．／t　心。業地を配置“，’、ご聞発審査会提案基準指定区域1，’　『x　　　x＼＄N注　土地利用に関する色分けは、住居系、商業・業務系、工業系の　都市的土地利用、緑地系、農地系の自然的土地利用の方向性を　示すもので、12種類の用途地域と対応するものではありません。ミミ凡　例［：コ住環境の向上を図る地域［：コゆとりある住宅地を保全する地域■中心商業地［コー醐業地■工業地□瓢蔑工業地と繰業務が共存巨弓南コ働　　　先端技術の研究・開発と人材育成口　　　の場となる地域口緑地［：コ優良な農地を保全する地域口農地等と集落が共存する地域t・・ll“1・幹線道路沿道開発誘導ゾーン“’’’”L’既存工業団地連携誘導ゾーン＊　観光商業整備誘導ゾーン＊非住居系開発講ゾ⇒　　　巨ヨm西軸　　　Eヨ環状軸　　　Eヨ幹線道路　　　回公共交通軸　　　巨ヨ河川　　市街化調整区塙の地区計画　　により．樗来⊥地利用を誘導する現　　行野田市都市計画マスタープラン第3章部門別方針3−1　都市と自然が調和したまちづくり　〜土SZZIj用の方鍵．ト旧頁30〜31凡　例［：］住環境の向上を図る地域口ゆとりある住宅地を保全する地域■中心商業地ロ　ーftft商業戊也■工業地□霧鶴工業地と礫業務が共存＝南北軸日竃＝開発と人材育成曇竃．□優良雑地を保全する地域　　回公絞蜘口農地等と集落が共存する地域　　　E≡ヨ河川第3章一6頒修正変更及び追加理由・台町東地区、野田市駅西地区の用途地域の変更等に合わせて、⊥業地、中心商業地等に変更・市街化調整区域内の将来上地利用を誘導する沿道及U辻リアを追加担当課者］S市言十凹∫課修正　赤追加　青削　除　　緑25都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田市都市計画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由担当課3−2　安全で快適’な交通環境づくり　〜交通体系整備の方¢ト3−2　安全で1央適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方劃一321）基本方針（1）他都市へ自山にアクセスできる広∪如勺な交通体系の整備　　多様な交通需要に対応し、都市間での脚或的な交流を円滑にするため、東京直結鉄道（地ド　鉄8弓線）の整備促進や東武野出線の複線1ヒ、千葉柏道路や県道等の整備促進により、活力あ　る都市の交通休系のlr粒を図りま主�A口常でのアクセスを便利にする交通体系の整備　　コミュニティバス（まめバス）の運行の充実や路線バスのネ階着1勺な運行による交涌1本系の維1）基本方針（D他都市へ白由にアクセスできる広域的な交通体系の整備　　多様な交通需要に対応し、都市間での広1鄭勺な交流を円滑にするた星）、東京直結勤説の整備　促進や東武野出線の複線化、千葉柏道路や県道等の整備促進により、活力ある都市の交通体系　の確立を図りま丸（2）日常でのアクセスを便利にする交通体系の整備　　コミュニティバス（まめバス）、路線バスの運行の充実や道路ネットワークの整備により、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　持を図ります　　また、道路ネットワークの整備により、通勤、通学、買物など、日常生活の移動の利便1生を　高め、快適な交通環境の創出を図りま七�B交通処理能力を高める交通機関相互の連携強化　　重要な交通結節点（＊21）である鉄道駅への交jll1ネソトワー一クの改善を図るため、駅前広場　通勤、通学、買物など、日常生活の移動の利便1生を高め、快適な交通環境の創出を図ります。�B交通処理能力を高める交通機関相互の連携強化　　重要な交通結節点（＊23）である鉄道駅において、駅への交通ネットワークや駅前広場等、等を整備し、バス、一般車両、自転車などが円滑にアクセスできるよう努めますb鉄道をいかすための条件整備を推進し、バス路線や白転車などが円滑に駅にアクセスできるよ内容（4）人や自然にやさしい安全で快適な道路整備　　歩道などのバリアフリー化を‡（雄し、だれもが快適に移動できる空間のネットワーク化を図　　るとともに、環境に酉濾した道路整備に努めます。2）具僻1勺な方針（1）公共交通の充実�@東京直結鉄道（地下鉄8号線）の整備｛足進　　市民の通勤、通学など口常生活の利便1生の向．Lと東京、埼干への連絡機能の強fヒに向けて、　　う、11市施設の整備に努めま尤�C人や自然にやさしい安全で1央適な道路整備　　歩道などのバリアフリー化を推進し、だれもが快適に移動できる空間のネットワーク化を図　るとともに、環境に配慮した道路整備に努めます。2）具体的な方針（1）公共交通の充実�@東京直結鉄道の整備促進　　市民の通勤、通学など日常生活の利便1生の向上｝こrr‘｜けて、東京直結鉄道の整備を促進します。追加追加修正1彦正修正追加修IE追加1彦正・文言の整理・現施策との整合・現施策との整合・用語追加による変更・文言整理・文言追加・早期着丁に向けて取り組みの位置付け強化・文言整理（表現統一）・文言整理都市計画課企画調整課企画調整課都市計画課都市整備課市政推進室東京直結鉄道（地一「鉄8号線）の整備を促進し圭れそのため、補助獲得等に関して国、県にそのため、関係機関と連携して事業†体、建設費、財政負担などにっいて鉄道事業言1’画の策定対する要請に努めるとともに、関係機関と連携して事業主体、建設費、財政負担等について鉄などを進めます．道事業計画の策定などを進めます．�A東武野田線の複線化の促進　　市民の通歎通学などの日常生活の利便性の向上を図るため、東武野田線の複線化について、関係機関に対する要請に努め、その整備を促進しま主そのため、将来の全線区間の複線化を念頭に置きつつ、その第歩として、「梅郷駅一運河駅間の複線化」を目指しま丸�A東武野田線の複線化の促進　　市民の通勤、通学などの日常生活の利便性の向上を図るため、東武野田線の複線化について、　関係機関に対する要請に努め、その整備を促進しま七そのため、将来の全線区間の複線化を　念頭に置きつつ、その第一歩として、「梅郷駅一運河駅間の複線化」を目指します。修正：赤追加；青　　　　　　、削除：緑，第3章一726都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行表野田市都市計画マスタープラン素案野m市都市計画マスターブランi日頁題．第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理山担当課3−2　安全で快適な交通斑尭づくり　〜交通体系整備の方針〜3−2　安全で快適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方針〜33�B連続立体交差事業の促進�B連続立体交差事業の促進東武野出線の清水公園駅から梅郷駅問にっいては、踏切による事故の防止ぺ二踏切遮断による東武野田線の清水公園駅から酬1駅間については、踏切による事故の防［1や踏切遮断による交通渋滞を緩和するため、鉄道の高架化を促進しま『仁交通渋滞を緩和するため、鉄道の高架化を促進します二�@バス路線の維持・整備・充実�@バス路線の維持・整備・充実民間バス路線については、現況バス路線を基本としながら、市民の1．1常生活の利便性の向上民間バス路線については、現況バス路線を基本としながら、市民の口常生活の利便1生の向上や交通渋滞の緩和のため、市民にとって利用しやすいバス交通の在り方などについて検討を行や交通渋滞の緩和のため、市民にとって利用しやすいバス交通の在り方などにっいて検討を行うとともに、関係機関に路線の維持・整備を要請しま尤また、合併を機に運行を開始したコうとともに、関係機関に路線の維持・整備を要請します。また、合併を機に運行を開始したコミュニティバス（まめバス）については、抜本的見直しを行い更なる利便性の向トを図ります．ミュニティバス（まめバス）辺更なる利便1生の向Lを図りま丸1彦正・現施策との整合企画調整課（2）交通結節点の機能強化（2）交通結節点の機能強化�@交通結節点の機能強化野田市駅及び愛宕駅は、野m市の交通結節点として、広域的な交通需要に対応した駅前広場�@交通結節点の機能強化などの都市施設の整備を手｛1進しま主野田市駅及び愛宕駅は、野田市の交通結負鯨（として、広域的な交通需要に杣、芯した駅前広場削除・文言整理都市計画課などの都市施設鰺長徹≡蟻劉薦を推進します、．圭迄∴、墨閲駅は、．�c▽．1，ク．z．シニ釆隆揚など削除・総合計画との整合（事業道路建設課．を鉱嚇砿捌？整頒1を加．），．，j顕鯉��些苗1測丈晶工92窯購1範軸奨飽〕1強1旦図．o．ま完の�A自動車駐車場す、既成市御也の商業地及U潮凋辺の駐車場需要の高い地区にっいては公・民の適切な役割分�A自動車駐車場担の下に、駐車施設の整備を総合的・計画的に促進しまポまた、空洞化が進む中心rh往弛に既成市街地の商業地及ひ駅周辺の駐車場需要の高い地区については、公・民の適切な役割分ついては、にぎわいを取り戻すため、駐車場等の共同施設整備等についても支援を行います三担のドに、駐車施設の整備を総合的・計画的に促進します，また、空洞化が進む中心市御也に内ついては、にぎわいを取り戻すため、駐車場等の共同施設整備等についても支援を行いまポ容�B自転車等駐暢・駐輸場）駅周辺の放置白転車等の解消を図るため、駅前広場などの整備にあわせて、駐輪場の整備を�B白転車等駐車場・（駐輪場）推進します。駅周辺の放置自転車等の解消を図るため、駅前広場などの整備にあわせて、駐輪場の整備を推進します。（3）骨格的な幹線道路の整備（3）骨格的な幹線道路の整備�@広」或幹線道路南北軸の広域幹縦路である国道16号の混雑緩和のため、周辺の自然環境などに酉濾しつ�@広域幹線道路つ、千葉柏道路の早期整備を促進しま仁あわせて、主要地方道結城野田線我孫子関宿線の南北軸の広域幹線道％である国道16号の混雑緩和のため、周辺の自然環境などに配慮しつ整備を促進しま『仁また、東西軸の広域幹線道路である主要地方道っくば野田線及び越谷野m線（一部の区間）の混雑緩和のため、駅周辺の拡幅整佃i・芽吹大橋及び野田橋付近の4車線化つ、千葉柏道路の早期整備を促進しま九あわせて、主要地方道結城野田線1勾二迎艇腺．姐1填川鯉∫山細．、我孫子関宿線の整備を促進します。また、東西軸の広騨全線道路である主要削除田線）・松戸野田線（市道山崎野　　は、ll24年・1月に市道路建設課を促進します。地方道つくば野田線及び越谷野m線（部の区間）の混雑緩和のため、芽吹大橋及び野田橋付に移管されたため関宿地域については、主要地方道境杉戸線バイパス（都市計画道路台町元町紡oの整備を促近の4車線化を促進します。追加・連続立体交差事業にあわ都市整備課進するとともに、首都圏中央連絡自動車道の整備とあわせて、隣接する他県と連絡する道路の関宿地或については、主要地方道境杉戸線バイパス（都市計画道路台町元田」線）の整備を促せた整備が必要なため、区整備を促進しま丸進するとともに、首都圏中央連絡自動車道の整備とあわせて、隣接する他県と連絡する道路の域マスに合わせ文言追加整備を促進します。修正；赤追加；青「一削　除：緑第3章一827都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田「儲肺言画マスタープラン素案野「η市都市言1画マスタープラン旧頁表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由担当課3−2　安全で快適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方¢1〜3−2　安全で快適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方針〜34〜36�A外享1環状道路�A外享r環状道路市目；馳内の通過交通を排除ナるため、都市計画道路山崎吉春線、今上木野崎線市道船形吉市街地内の通過交通を排除するため、都市計画道路lL崎吉春線、今上木野崎線、市道船形占春紡cT要地方道松戸野田線、我孫子関宿線により構成される外郭環状道路（＊25）の早期整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一春線、主要地方道松戸野田線、我孫了・関宿線により構成される外郭環状道路（＊21）の早期整1彦正・用語追加による変更都市計画課備を図ります三備を図り圭す。�B主要な道路等�B主要な道路等市内各地区での交通の利便1生を高める道路の整備とともに、市外との連携を強化する道路の市内各地区での交通の利便1生を高める道路の整備とともに、市外との連携を強化する道％の整備に努めま仁また、鉄道の高架化とあわせて、rh内の都市計画道路を梯了状（＊2（う）に整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一整備に努めます、また、鉄道の高架化とあわせて、市内の都市計画道路を梯子状（＊25）に整修止・用計槌加による変更都市計辿課備しま九備しま丸�C長期未着．十道路の†，翁証長期未着丁の都市計両箇各については、且会情勢等の変化を踏まえ、その必要陀や既存道路追加・整・開・保の方金．i・との整都市計画課による機能代桔可能1生等を検証1一主す合による追加（4）生活道路の整備（4）生活道路の整備だれもが安心しで快適に移動できるよう、人へのやさしさ、環境へのやさしさに配慮しながだれもが安心して快適に移動できるよう、人へのやさしさ、環境へのやさしさに配慮しながら、身近な生活道路の整備・点検を推進し、自動車と歩行者が安全に共存できる道路環境の整ら、身近な生活道路の整備・点検を推進し、自動車と歩行者が安全に共存できる道路環境の整備を推進します。備を推進します。�D歩行者・自転車ネットワークの整備�D歩行者・白転車ネッ1・ワークの整備内高齢者や障がい者などにも配慮した歩道の整備、安全な通行が可能となるような自転車通行高齢者や障がい者などにも配慮した歩道の整備を推進するとともに、気軽に野m市の普かな追加・新総合計画に自転車通行道路建設課容帯等の整備を推進するとともに、気軽に野田市の豊かな自然や歴史とふれあいながら移動でき自然や歴史とふれあいながら移動できるサイクリング道路などの整備に努め、だれもが安心し帯の整備が新たに記述さるサイクリング道路など（酬蒲に努め、だれもが安心して快適に移動できる都市空間の実現をて快適に移動できる都市空間の実現を目指します。れたため目指します。（6）人や環境にやさしい道路の整備�E人や環境にやさしい道路の整備�@高齢者や障がい者などにやさしい交通環境の実現�@高齢者部章がい者などにやさしい交通環境の実現視覚障がい者誘導用ブロック（塑）の整備、歩道勾配の緩和などにより、高齢者や障がい視覚障がい者誘導用ブロック（＊26）の整備、歩道勾配の緩和などにより、高齢者や障がい修正・用語追加による変更都市計画課者などにやさしい道路整備を推進しま寸二者などにやさしい道路整備を推進します三�A環境や景観に配慮した道路整備の推進�A環境や景観に配慮した道路整備の推進環境に配慮し、施設整備などに当たっては、透水性舗装（＊28）や街路樹などの整備を推進環境に配慮し、施設整備などに当たっては、透水「生舗装（＊27）や街路樹などの整備を推進修正●用語追加による変更都市計画課します。しま丸修正：赤追加；青削除：緑．第3章一928都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）表題内容見直し案野田市都市計画マスタープラン素案第3章　部門別方針3−2　安全で1夫適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方針〜凡　例＝南北軸Eヨ東西軸Eヨ環状軸Eヨ幹線道路田　公共交通軸（複線化の促進）回道路機能強化区間Ellli］鉄道高架区間［コ河川現　　行野田市都市計両マスタープラン第3章部［Wl別方針3−2　安全で1’k適な交通環境づくり　〜交通体系整備の方針〜旧頁3／1〜36凡　例■南北軸巨ヨ東西軸巨ヨ環状軸Eヨ幹線道路E亘ヨ　公共交通軸（複線化の促進）匝］　道路機能強化区間回鉄道高架区間口河川第3章一10分類変更及び迫加理由・変更なし担当課29都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田市都市計画マスタープラン素案野田市都rh計両マスターブランlH頁表題第3章部門別方針第3章部llll別方針分類変更及び追加理由担当課373−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然環境保全・活用の斑1〜3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然剴寛保全・活川の方針〜1）基本方針1）基本方針（1）市民の愛着を生み出すみどりの保全（1）市民の愛着を生み出すみどりの保全利恨川、江戸川及U味ll根運河の骨格的な自然環境や、みどりの肌白1となる巾央の杜を始めと利恨川、江戸川及U潮根運河の胃’格的な白然環境や、みどりの拠点となるIi1央の仕を始めとした、多様なみどりの保全、整備を進め、rh民共泊の財産となる質の高いみどりのまちづくりした、多様なみどりの保全、整備を進め、市民共有の財産となる質の高いみどりのまちつくりを進め、さらに江川地区の周辺斜面林等の保全にも努めま仁を進め、さらに江川地区の周辺斜面林等の保全にも努めま主�A身近な白然とふれあうことができる都市環境の創出�A身近な自然とふれあうことができる都市環境の創出みどりの拠点となる野田市総合公園、野m市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市みどりの拠点となる野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市スポーツ公園や、身近な都市公園などの市径弛内における公園・緑地の整備とともに、河川、スポーツ公園や、身近な都市公園などの市街地内における公園・1剥也の整備とともに、河川、農地など既存の白然環境の保全・活用により、市民のニーズに対応したみどりの創出を図りま農地など既存の自然環境の保全・活用により、市民のニーズに対応したみどりの創出を図ります。す。（3）水やみどりのネットワーク化�B水やみどりのネットワーク化都市内の水やみどりをネットワーク化することにより、自然を身近に感じられる都rh空聞の都市内の水やみどりをネットワーク化することにより、目然を身近に感じられる都市空間の形成を図り、玉とみどりの質の向上に努めます。　　　　　一形成を図り、みどりの質の向上に努めます。垣加・文言整理農政課2）具体的な方針2）具体的な方針（1）市民共有の財産となる、身近なみどりの保全と適正な管理（1）市民共有の財産となる、身近なみどりの保全と適正な管理利1間ll、江戸川、利根運河や、みどりの拠点となる中央の仕市民の森などの貴重な白然環利］間ll、江戸川、利根運河や、みどりの拠点となる中央の杜、市民の森などの貴重な自然環内境要素を身近なみどりとしてとらえ、市民との協働作業における緑化活動の促進・管理などを境要素を身近なみどりとしてとらえ、市民との協働作業における緑化活動の促進・管理などを容積極的に進め、郷上に愛着をもてるまちづくりを進めます。積極的に進め、郷士に愛着をもてるまちづくりを進めま丸�A身近な白然とふれあうことができる緑地の創出�A身近な白然とふれあうことができる緑地の創出市民の多様なニーズに対応するため、みどりの拠点的な役割を果たしている野出市総合公市民の多様なニーズに対応するため、みどりの拠点的な役割を果たしている野田市総合公園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野田市スポーツ公園において、その周辺の園、野田市関宿総合公園、関宿にこにこ水辺公園、野m市スポーツ公園において、その周辺の自然環境の保全を図るとともに、施設の整備・充実を推進しま七その他、目常生活に密着し自然環境の保全を図るとともに、施設の整備・充実を推進します。その他、口常生活に密着した市民の憩いの場やコミュニケーションの場としての都市公園などの機能を充実させ、豊かなた市民の憩いの場やコミュニケーションの場としての都市公園などの機能を充実させ、豊かな自然環境を身近に感じ、白然と親しめる占れあいの場の創出を図りま七また、既存の農地に自然環境を身近に感じ、自然と親しめるふれあいの場の創出を図ります。また、既存の農地についても都市内の貴重な糸剥也としてとらえ、その保全・活用に努めます、ついても都市内の貴重締救也としてとらえ、その保全・活用に努めまポ修正：赤追加：青削　除：緑　　　　　　．第3章一1130都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　　行野田市都市計画マスタープラン素案野m市都市計画マスタープラン旧頁表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由担当課3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然環境保全・活用の方金ト3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然環境保全・活用の方針〜38〜39�B水とみどりのネットワークの形成（3）水とみどりのネットワークの形成晋かな自然と共生する都rhを目指すため、河川や山林などの人小様々な自然環境要素を、市豊かな自然と共生する都市を目指すため、河川や川林などの大小様々な自然環境要素を、市民が口常生活において身近な自然と親しむことができるよう、次世代に引き継ぐまちづくりを民が日常生活において身近な自然と親しむことができるよう、次世代に引き継ぐまちづくりを推進するため、水とみどりのネットワークの形成を図ります，推進するため、水とみどりのネットワークの形成を図ります、�@水の軸の形成�@水の軸の形成利根川、江戸川及び利根運河の水〕辺空間を大きえ絹格として、「水の軸」を形成することに利根川、江戸川及び利根運河の水辺空問を大きな骨格として、「水の杣」を形成することにより、市民が、水の持つ潤いややすらぎを実感できる、水辺環境づくりを進めます。より、市民が、水の持つ潤いややすらぎを実感できる、水辺環境づくりを進めまポ�Aみどりの軸の形成�Aみどりの軸の形成利根川、江戸川及び利根運河沿いの豊かな白然環境を始めとした大規模な緑地を大きな骨格利根川、江戸川及て麻II根運河沿いの豊かな自然環境を始めとした大規模な緑地を大きな・削各として、ll1央の杜、野m市総合公園、野田市スポーツ公園や国道16号沿道の山林などを相互として、中央の杜、野出rf総合公園、野田市スポーツ公園や国道16号恰道のlll林などを相互に結びつける「みどりの軸」を形成し、みどりの保全や創出を図ります。に結びつける「みどりの軸」を兀城し、みどりの保全や創山を図ります。また、市民の森や都市公園（坐）などの市民に身近な白然環境要素を、幹線道路などの植また、市民の森や都市公園（坐）などの市民に身近な自然環境要素を、幹線道路などの植修正■用語追加による変更都市計画課内容樹帯のみどりにより結びつけることで、連続したみどりの空間を形成しま尤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．樹帯のみどりにより結びっけることで、連続したみどりの空間を形成します。修正：赤追加：青削除；緑第3章一一1231都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）表題内容見直し案野田市都市言1画マスタープラン素案第3章部門別方針3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然環境保全・活用の方針〜凡　例．に追」‘H□璽簾訪を創出す。．．ン）　晒緑地レク・エーシ・ン拠点□灘臨三する，．。，F麗翌軸口縁地レクリエーションゾーン圏南北軸巨≡ヨ東醐［コ環状軸現　　行野田市都市計画マスタープラン第3章　部門別方針3−3　水やみどりを大切にしたまちづくり　〜自然環境保全・活用の方針〜旧頁38〜39凡　例口　　璽鷲�_を創出するゾ．ン）　［i！コ・a地・ク・エーシ・ン癖□劇灘保錐す。。．。■�l軸［：コ緑地レクリエーションゾーン圏南北軸E≡ヨ東西軸［コ環状軸第3章一13分類修正修ti三変更及び追加理由・緑地レクレーション拠点にこうのとりの里周辺を追加・市街地ゾーンを総合計画と整合させ1鉦担当課みど’りと水のまちづくり課都市計画課修　正追　加削　除赤青緑32都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行野田市都市謝画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁担当課表題第3章部門別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由3−4　環境にやさしいまちづくり　〜環境共生型まちづくりの方金ト3−4　環境にやさしいまちづくり　〜環境共生型まちづくりの方針〜／10〜／ll1）基本方針（D自然とσ）共生　　都市に残る白然は、動植物の保護及び育成、快適な都市空間の形成、さらには人々にやすら　ぎを与える大切な資源であるため、適正な保全・管理を図るとともに、コウノトリをシンボル1）基本方針（1）自然との共生　　都市に残る自然は、動植物の保護及び育成、快適な都市空間の形成、さらには人々にやすら　ぎを与える大切な資源であるため、適IEな保全・管理を図るとともに、生態系にも配慮するな　　とした生物多康1生の保全・川・生に取り組み、自然と共生したまちづくりを進めま℃（2）環境にやさしい実践活動があるまちづくりの推進　　公害防止のための規制基準を守ることはもとより、生活環境への影響を考えた環境保全を通　　して、大気、水質、土壌などを健全な状態に保持し、人の健康の保護及び生活環境の保全を図　　るとともに、環境負荷の少ない製品の利用などの促進や、省資源・省エネルギー対策などの生　活の中での実践活動を促進しま主2）具体的な方針（1）自然との共生に向けた環境整備（1環境保全の推准　　多様な動植物とその生態系が良好に保全されるよう、豊かな自然環境を保全し、みどりや水　辺環境及び動植物とふれあえる場の整備を図り、それらを活用することでみどりや生物を大切　にする意識の醸成が図られるよう、市民の森や都市公園、都聯剥也（＊30）、座生川やくり堀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川などの水辺環境の整備とともに、街路樹の植栽などによる糸剥ヒの推進を図ります。　　また、水田に環境用水（＊3Dを導人することで、水質び）改善や多様な水生生物等の自然環　巳＿自然と共牛したまちづくりを進めま七�A環境にやさしい実践活動があるまちづくりの推進　　公害防止のための規制基準を守ることはもとより、生活環境への影響を考えた環境保全を通　　して、大気、水質、土壌などを健全な状態に保持し、人の健康の｛呆護及び生活環境の保全を図　るとともに、環境負荷の少ない製品の利用などの促進や、省資源・省エネルギー対策などの生　活の中での実践活動を促進します、2）具1桶勺な方針（D自然との共生に向けた環境整備　　多様な動植物とその生態系が良好に保全されるよう、優れた里i」」環境を保全し、みどりや水・総合計画、整・開・保の方針と整合させ修正・総合計画、整・開・保の方針と整合させ修正・用語追加による変更・総合計画と整合させ新規事業を追加・総合計画、整・開・保の方針と整合させ、事業を追加修正・用語追加による変更みどりと水のまちづくり課みどりと水のまちづくり課都市計画課農政課みどりと水のまちづくり課都市計画課内容　境の維持、保全を描斐Lます。�Aコウノトリの野生復帰　　コウノトリの棲める環境は、多くの生物を育むとともに、人にとっても安心女全に暮らせる修⊥1三．追1川ll多正修IE追加追加ll多正追加修rE環境と言えるため、野生復帰の推進により、白然再生・生物多樹生の取り組みを広けご自然と　共生したまちづくりを進めまれ�A環境への負荷の少ないまちづくり�@廃棄物の減量・リサイクルの推進　　循環型祉会（＊32）を目指して、ごみの分別収集の徹底や資源回収の推進に取り組むことに　より、ごみの減量化・リサイクルの推進を図ります。　　また、ごみ問題に関する啓発などを図るとともに、再生品利用の打燵、事業系ごみの再資源・化ルートの構築などに取り組みます。�A廃棄物処理施設の整備　　現在、一般廃棄物の最終処分場がないため、廃棄物の処分はrh外に依存しており、その残余　容量も逼迫（ひっぱく）しているため、今後も引き続き施設整備の在り方など対応策を幅広く　検討します。　辺環境及び勤植物とふれあえる場の整備を図り、それらを活用することでみどりや叫物を大切　にする意識の醸成が図られるよう、市民の森や都市公園、都rh緑地（塑）、座生川やくり堀　川などの水辺環境の整備とともに、街路樹の植栽などによる緑化の推進を図ります。（2）環境への負荷の少ないまちづくり�@廃棄物の減量・リサイクルの推進　　循環型社会（＊30）を目指して、ごみの分別収集の徹底や資源回1反の推進に取り組むことに　　　　　　　一　より、ごみの減量化・リサイクルの推進を図りま丸　　また、ごみ問題に関する啓発などを図るとともに、再生品利用の推進、事業系ごみの再資源　化ルートの構築などに取り組みます二�A廃棄物処理施設の整備　　現在、一般廃棄物の最終処分場がないため、廃棄物の処分は市外に依存しており、その残余　容量も逼迫（ひっぱく）しているため、今後も引き続き施設整備の在り方など対応策を幅広く　検討します。修正：赤追加：青削除：緑．．また、新清掃一［場につい『ごは、建設地周辺の環端［全に一卜分配慮するたδ・）、施設のコン・・ク卜化と公害防止等の」翼克対策を徹底するとともに、市民に対し健康な生活を支える重要な基盤施設であることの耳餉琴を得ることに努め、施設整備を行い上一仁　不燃物処理施設にっいては、適切な維持補修をf了い、安定的な運用を図り圭一むまた、より一情の循環型什会を構築すろため、新不1烈勿処理施設を建設し、容器包装リサイ・総合計画と整合させ、事業を追加修正・時点修正清掃計画課清掃計画課クル法に基づいた廃プラスチックの分別及び不燃ごみ中び）資源物のIL∫1収により、｝飽底Lた資源化に努めます。第3章一1433都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行表野田市都市計画マスタープラン素案野田市都市計画マスタープラン旧頁担当課題第3章部rlり別方針第3章部門別方針分類変更及び追加理由3−4　環境にやさしいまちづくり　〜環境共生型まちづくりの方金ト3−4　環境にやさしいまちづくり　〜環境共生型まちづくりの方針〜41�B次世代に引き継ぐ良好な環境の保全と創出�B次世代に引き継ぐ良好な環境の保全と創出�@水資源・エネルギーの有効利用�@水資源・エネルギーの有効利用省資源・省エネルギーに関する知識の普及を図り、これらが有効利用されるよう、雨水地下省資源・省エネルギーに関する知識の普及を図り、これらが有効利用されるよう、雨水地卜浸透の推進、省エネルギーの推進及び省資源・省エネルギーに関する意識の啓発などに取り組浸透の推進、省エネルギーの推進及び省資源・省エネルギー一に関する意識の啓発などに取り組みまポみま七�A水質環境の保全�A水質環境の保全豊かな水辺環境の水質を保全するための都市施設として、公共卜水道の整備を進めるととも豊かな水辺環境の水質を保全するための都「勧毎設として、公共下水道の整備を進めるとともに、下水道区域以外については、合併処理浄化槽（＊33）の設置を促進し、また使用されていに、ド水道区域以外については、合併処理浄化槽（＊3Dの設置を促進します。修IE・用語追加による変更都市計画課’±舖拠理浄些槽に／：・いて、保守輪と清掃など這i切な管理に努賜よ・）啓爺左悔紅・巳追加・水質環境を保全するにド水道課は、浄1け曹の維持管理の重要性にっいても啓発していくことが必要なため（4）市民参加の取組（・1）市民参加の取組�@環境学習の推進�@環境学習の推進野田市スポーツ公園内のニツ堀1匹山自然園の活用や、座生川の水辺空間整備計画（＊3・Dを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市スポーツ公園内の三ツ堀里山自然園の活用や、座生川の水辺空間整備言1画（超）を1彦正・用語追加による変更都市計画課推進し、環境学習の機会の提供や場の整備及び獺学習の機会や環境の現状についての情報の排進し、環境学習の機会の提供や場の整備及び環境学習の機会や環境の現状についての情報の提供などに取り組みます6提供などに取り組みま丸内�A自主的な環境保全行動の促進�A自†的な環境保全行動の促進容地域の環境保全活動の促進（地域の環境美化運動など）、環境保全活動団体などへの支援、地域の環境保全活動の促進（地域の環境美化運動など）、環境保全活動団体などへの支援、環境に配慮した生活様式への誘導及び環境に配慮した事業活動への誘導などに取り組みますこ環境に配慮した生活様式への誘導及び環境に配慮した事業活動への誘導などに取り組みま先さらに、環境教育への協力等企業のCSRII¶動（＊35）を促進しまrれ追加・生物多様1生のだ戦略と整みどりと水の合させ、事業を追加修正まちづくり課、第3章一1534都市計画マスタープラン見直し検討資料（第3章）見直し案現　行表野田市都市計画マスタープラン素案野田市都市計画マスターブラン1日頁題第3章部門別方針第3章部凹別方針分類変更及び追加理由担当課3−5　ゆとりある生活を送れる環境づくり　〜住宅・住環境整備の方斜〜3−5　ゆとりある生活を送れる環境づくり　〜住宅・住環境整備の方針〜42D基本方針1）基本方針（1）良質な住宅の供給（1）良質な住宅の1斯合様々な1止代1：1職、収人階層が安心してゆとりある生活ができるよう、持家や1｛ll家及び公的住様々な世代構成、収人階層が安心してゆとりある生活ができるよう、持家や借家及び公的住宅、民間住宅などの多様な住宅の供給を図りま七宅、民間住宅などの多様な住宅の供給を図ります，�A高齢者、障がい者及び働く女性が住みやすい庄環境の創出（2）高齢者、障がい者及び働く女性が住みやすい住環境の創出ノーマライゼーション社会の構築に向け、1離『渚や璋がい者などの居住環境に対しても幅広ノーマライゼーション社会の構築に向け、高齢者や障がい者などの居住環境に対しても幅広く考えるとともに、働く女性の居住に対する支援を推進します。く考えるとともに、働く女性の居住に対する支援を推進しま丸�B定住意識に対応したみどり豊かな住環境の整備�B定住意識に対応したみどり豊かな住環境の整備土地区画整理事業などにおける住環境整備の方針と連動した住宅施策を考えることで、強い十地区画整理事業などにおける庄環境整備の方針と連動した住宅施策を考えることで、強い定住意識に対応した庄環境の整備を推進します、定住意識に対応した住環境の整備を推進します。2）具f梱的な方針2）具体的な方針（1）庄まい方に応じた適切な水準の住宅の確保（1）住まい方に応じた適切な水準の庄宅の確保�@公的住宅供給の促進�@公的住宅｛共給の促進既存の市営庄宅の長期的、計画的な維持管理により長寿命化を図るとともに、県及び公社な市営住宅の建て替えや適正な管理とともに、県及び公社などとの公的庄宅確保に向けた連修1卜：・総合計画と整合させ、事営繕課どとの公的庄宅確保に向けた連携・協力に努めるとともに、入居希望の多い所得層や世代の居携・協力に努めるとともに、入居希望の多い所得層や閏��の居住条件を整備し、牛活支援や生業を追加修正内住条件を整備し、生活支援や生活環境の整備とあわせた良質な住宅供給を図りまう二活環境の整備とあわせた良質な住宅供給を図りま主，容�A民問庄宅の供給支援�A民間住宅の供給支援良質な民問賃貸住宅建設への支援や、老朽庄宅の建て替え誘導・支援、不燃住宅の誘導・支良質な民間賃貸住宅建設への支援や、老朽庄宅の建て替え誘導・支援、不燃住宅の誘導・支援、住宅に関する相談窓口体制の整備など、良質な民間住宅の供給に向けた総合的な支援を図援、住宅に関する相談窓口体制の整備など、良質な民間住宅の供給に向けた総合的な支援を図ります。ります。修正1赤追加：青一．．一一削　除1緑第3章一1635

